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神戸市営住宅 追加募集入居申込案内書 

（一般住宅） 
 

【申込受付期間】 

平成２7 年８月４日(火) ～ 平成２7 年８月 10 日(月) 

受付時間 平 日 ９：００ ～ １９：００ 

土 日 ９：００ ～ １７：３０（８日・９日も受付します） 

 

【申 込 方 法】 

神戸市中央区雲井通５丁目３番１号サンパル５階 市営住宅募集係へ 

申込書を直接窓口に持参（郵送不可） 

 

申込書は１世帯１通に限ります。 

各募集の各住宅に同一世帯から２通以上のお申込みや、同じ方が２通以上の申込書

に名前が出てくる場合は、理由を問わず、全てのお申込みが無効となります。 

 

注･追加募集の落選は、定時募集の多回数落選者優遇制度の落選回数には入りません。 

また、優先枠対象者の優遇措置はありませんので、ご了承ください。 

今回当選又は補欠繰上となられた方は、定時募集の落選回数の履歴がなくなります。 

次回の定時募集は新たに「０回」から始まることになりますので、お申込みに際しては、

住宅の選定について十分にご検討ください。 

 

＜追加募集について＞ 

今回の募集は、５月に実施した定時募集のうち、一般住宅の申込みのなかった

住宅と長田・須磨・垂水・北・西区の一部の住宅を併せて募集するものです。 
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 お申込みからご入居まで  
１ 申込資格の確認 

・申込資格があるかどうか、２～５ページを読んで確認してください。 

 

２ 募集住宅の確認 

・１９～４８ページの募集住宅一覧表から希望する住宅を選んでください。 

 

３ 申込受付 

・平成27年８月４日（火）～ 平成27年８月10日（月） 

募集期間中に、申込書に希望住宅を記入のうえ、「市営住宅募集係」 

（神戸市中央区雲井通５丁目３番１号 サンパル５階）までご持参ください。（郵送不可） 

・申込資格等を確認し、記入不備等がある場合は受付できないことがあります。 

・受付開始の翌日から、申込み住戸ごとの倍率を申込受付場所に掲示します。 

前日までの申込数集計を翌日正午に更新します。受付ごとの更新ではありませんので、ご注意

ください。最終日の更新も前日までの集計です。 

 

４ 抽  選 

・同一住宅に複数の申込みがあった場合は、抽選を行い当選者・補欠者を選定します。 

 

５ 抽選結果の通知 

・平成27年８月下旬までに当選者・補欠者のみ、結果を通知いたします。 

 

６ 資格審査 

・1４ページの必要書類を提出して資格審査を受けていただき、入居資格の決定を行います。 

ただし、資格審査の結果、申込資格を満たさない場合や記入内容が事実と異なるときは「失格」

となります。また、必要書類の不備・不足により、後日再提出された場合は入居時期が遅れる

ことがあります。 

 

７ 入居の手続き・鍵渡し（平成２７年10月下旬予定） 

・１ヵ月分の家賃と敷金（本来家賃の３ヵ月分）を納めていただき、必要書類を審査した後に鍵

をお渡しいたします。 

※ 独立した生計を営み、かつ、一定額以上の収入を有する連帯保証人が１名必要です。 

※ 指定の鍵渡しの日時に連絡なく欠席された場合は、棄権されたものとみなします。 

※ 入居しようとする住宅内部を、鍵渡し前に下見することはできません。 

 

８ 入  居 

・引越しは、鍵をお渡しした日以降からできます。 

※ 神戸市が指定した日までに入居されないときは、入居許可が取り消されることがあります。 

 

 
 

抽選会見学希望者１０名を募ります。今回の募集の申込者で、抽選会の見学を希望される方は、

受付時にお申込みください。 

見学希望者の申込みが多数の場合は抽選を行い、見学者に選ばれた方だけに通知します。 

 

 

抽選会見学のご案内 
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 申込資格  
 

平成27年8月10日現在の家族構成を原則とします。 

（住民票が同じ住所にあり、かつ同居していること） 

※申込資格に記載されている対象年齢は、平成27年８月10日現在の満年齢です。 
 

神戸市営住宅にお申込みいただくには、次の[１]～[５]までの全ての項目に申込世帯があて

はまっていることが必要となります。 
※ただし、福島復興再生特別措置法第30条に該当する世帯については、次の[４]、[５]の項目に 

あてはまっていることが入居における必要条件となります。また、子ども・被災者支援法に該当する

世帯については居住地域の条件等において必要条件が異なります。 
 

［１］居住地域の条件 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

［２］世帯構成の条件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【注意】※内縁関係にある場合は、住民票で「未届の夫」又は「未届の妻」となっており、戸籍謄

本でも他に婚姻関係がないことが確認できる世帯に限ります。 

※婚約者は、入居許可日までに入籍し、入居できる方に限ります  

※婚姻によらないで父、又は母となった方は、20歳以上の方に限ります。 

※ＤＶ被害者とは、配偶者等からの暴力を受けた被害者で、次の（ア）又は（イ）のいず

れかに該当する方で、それぞれの証明書のある方を言います。 

（ア）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「配偶者暴力防止

等法」といいます）第３条第３項第３号の規定による一時保護又は神戸市母子・婦

人短期保護事業、配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護又は母子生活支援施

設による保護が終了した日から起算して５年を経過していない方。 

（イ）配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った

者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。 

 「配偶者等」には婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含みます。 

※上記(2)項の条件に該当する単身世帯であっても、身体上又は精神上著しい障害がある

ために常に介護を必要とし、かつ住居においてこれを受けることができず、又は受ける

ことが困難であると認められる方は、お申込みできません。なお、その判定は、一定の

書類の提出や入居予定者との面接等の方法で行います。 

（１） 平成27年８月10日現在、神戸市内にお住まいの世帯（住民登録をしている世帯） 

又は勤務先がある世帯（1日6時間、週5日以上(又は1週30時間以上)勤務が条件となり

ます） 

（２） 阪神・淡路大震災により、神戸市内で居住されていた住居が被災し、市外に 

お住まいの世帯（り災証明書で確認できる世帯） 

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に 

規定される方で、療養所入所前に神戸市内に住まれていた世帯 

（以下「ハンセン病療養所入所者等」といいます） 

 

（１）親子｣｢夫婦｣（内縁、婚約者を含む）が、家族構成の中心となる２人以上の世帯 

（２）次のいずれかの条件にあてはまる単身世帯 

① 昭和31年4月１日以前に生まれた方 

② 1級～4級の身体障害者手帳をお持ちの方 

③ 1級～3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④ Ａ～Ｂ２判定の療育手帳をお持ちの方 

⑤ ＤＶ（配偶者等からの暴力）被害者 

⑥ 生活保護受給者（申請中は不可） 

⑦ その他(戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等、難病患者等) 
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［３］収入の条件 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［４］住宅困窮理由の条件 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

※➄の１人あたりの畳数の計算式 ⇒ （居住室の畳数＋流しを除いた台所の畳数－2）÷居住人数 

 

［５］申込者本人、又は同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこと 
 

 

 

 

 

 

① 申込時点での家族構成を原則とします。 

家族を不自然に分割や合併してのお申込みはできません。 

【 申込みができない例 】 

・夫婦の別居、同居中の子との別居、離婚予定 

・現在、申込者と別居中の祖父母、親、兄弟、姉妹などを呼び寄せて同居する場合、等 

    ②未成年の方のお申込みはできません。（既婚者、婚約申込みは除く） 

神戸市では国の公営住宅における暴力団排除の基本方針をふまえ、市営住宅の入居者等の生

活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、申込者本人、又は同居しようと

する者が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員）である場合については、入居決定しないことといたします。 

 注 意 
 

 

    
   政令月収額が158,000円以下の世帯（計算方法は８ページ参照） 
 
   ただし、11ページの表に該当する裁量階層世帯で、政令月収額が214,000円 
   以下、又は259,000円以下であればお申込みできます。（政令月収により月額 
   家賃が高くなります） 
    申込番号Ｎｏ３の神前住宅（4人）に関しては、139,000円以下、又は

158,000円以下であればお申込みできます。 

現在、住宅に困窮している世帯で、次のいずれかの理由に該当する世帯 

 

① 倉庫･事務所など住宅でない建物に居住している。 

   ② 災害の危険があるような半壊住宅やバラックに住んでいる。 

   ③ 他の世帯と同居していて、便所又は炊事場が共同である。 

   ④ 住宅が無いため、親族と別居している。 

   ⑤ 部屋がせまい。（１人あたり４．５畳以下） ※下記に計算式あり 

   ⑥ 正当な立退要求を受けているが、立退き先がない。（自己の責めに帰する場合は除く） 

   ⑦ 通勤に片道１時間半以上かかる。（電車等の待ち時間を除く） 

   ⑧ 収入と比較して家賃が高すぎる。（生活保護受給中の方は自己負担額(住宅扶助額 

との差額)がある方) 

   ⑨ 婚約しているが、住宅がないため結婚がのびている。（入居許可日までに婚姻を 

証明する公的な書類を提出することが条件となります） 

    ⑩ その他客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により住宅に非常 

に困っている。（騒音、日当り等生活環境による理由は該当しません） 
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公営住宅入居中の方の申込資格 
 

現在、公営住宅（市営・県営）に入居されている方は、原則としてお申込みできません

が、次の場合のみお申込みができます。ただし、2，３ページの申込資格が必要です。 
 

（１）公営住宅入居後に生じた困窮理由（3ページ参照）が③・⑤・⑦・⑧・⑨・⑩のう

ちいずれかに該当する場合 

（困窮理由⑧「収入と比較して家賃が高すぎる。」でお申込みができるのは収入が減り

シティハイツから一般住宅に申込む場合などに限られます。） 

 

（２）親子の近居（介護又は被介護のため親子どちらかの同区内に居住すること）を理由

にお申込みをされる場合 

次の条件を全て満たす方に限ります。なお、お申込みができる住宅は、住んでおられる

世帯と同一の区の住宅に限ります。（すでに同一区に住んでいる場合は不可） 

 

①親世帯（単身を含む）の全員が次のいずれかに該当しており、かつ住所を同一とする

別世帯がいないこと。 

（ア）65歳以上の方 

（イ）身体障害者手帳の交付を受け、その障害が1級～4級の方 

精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害が1級～2級の方 

療育手帳の交付を受け、A又はB１判定の方 

難病患者であり、地域相談支援受給者証、障害福祉サービス受給者証等の交付

を受けている方 
 

②「親世帯が申込む場合は、子世帯が」「子世帯が申込む場合は、親世帯が」、申込みを

する市営住宅の所在する区内に1年以上居住していて、それが住民票で確認できること。 

 

（３）現在、公営住宅のエレベータのない一般住宅にお住まいで、中度以上の身体障害者

（4級以上）のおられる世帯が、エレベータのある一般住宅にお申込みをされる場合 

 

（４）現在、公営住宅（建設年度が平成7年度以降の住宅を除く）のエレベータのある住

宅にお住まいで、中度以上の身体障害者（4級以上）のおられる世帯（入居中の住宅

の段差により生活が困難であるとの医師の診断書が提出できる場合のみ）が、建設

年度が平成7年度以降の一般住宅へお申込みをされる場合 

 

（５）現在、公営住宅の「子育て世帯向期限付き入居住宅」「一般世帯向期限付き入居住

宅」等の期限付き住宅に入居中の世帯 

 

（６）現在、公営住宅の「借上住宅」に入居中の世帯 

  （ただし。神戸市が買取りを実施する借上住宅に入居中の方は原則としてお申込みで

きません。） 

 

（７）現在、公営住宅の建替えや廃止が予定されている住宅に入居中の世帯 
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持家をお持ちの方の申込資格 
 
持家をお持ちの方は、原則としてお申込みできません。 

 

ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、お申込みできます。 

①著しく老朽化している住宅に現在お住まいで、市営住宅入居後には解体される方 

②差押え・売却等により入居時期までに持家でなくなる方 
 

※鍵渡しまでに証明書類（売買契約書等）が提出できない場合は、ご入居できません。 
 
 

 

 

お申込みできない場合 
 
申込資格を満たしていても、次のいずれかにあてはまる方はお申込みできません。 

 

 

① 単身世帯は、申込区分欄の「単身可」の住宅しかお申込みできません。 

「２人以上」の住宅は２人以上、「３人以上」の住宅は３人以上、「４人以上」の住

宅は４人以上の世帯しかお申込みできません。ただし、平成２７年８月１０日現在、

出生していない胎児は人数に含みません。 

 

② 入居後、住宅の改造を必要とする方。 
 

③ 団地内で円満な共同生活ができない方。 
 

④ 所得があるにもかかわらず、申告をしていない方。 
 

⑤ 以前市営住宅に入居しており、その市営住宅の未納の家賃又は家賃相当額の損害金が

ある方。 
 

⑥ 迷惑行為を行ったことにより市営住宅を明け渡した経歴があり、次の条件にあてはま

る方。（迷惑行為を主として同居者が行っていたときは、その同居者を含む。） 

・当該明渡しの日の翌日から起算して10年を経過しない方。 

・迷惑行為を行わないという規定を遵守する見込みがないと認められる方。 
 

⑦ 市営住宅の入居者が不正の行為によって入居した場合等の規定により請求を受けて、 

市営住宅を明け渡した方でその明渡しの翌日から、起算して３年を経過しない方。 
 

⑧ 上記の⑤～⑦に規定する方を同居者としようとする方。 
 

⑨ 介護を受ける必要がある方で、居宅において常時の介護を受けることができない方、

又は受けることが困難と認められる単身の方。 
 

⑩ 現在、３ページ［４］に記載されている住宅困窮理由に該当しない方。公営住宅の

募集に当選し入居待ちの方。 
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 政令月収額の求め方（計算方法）  
 

１．政令月収額は次の順序で計算してください。 

 

〔 計算の順序 〕 

（１）収入の種類別（給与・事業・年金）に所得金額を計算 

（２）各自の総所得金額を計算 

（３）収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算 

（４）世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12で割って政令月収額を計算 

 

 

（１）種類別所得金額の計算 

① 給与所得金額 

ア．平成25年12月31日以前から現在まで引き続き勤務されている方は、平成26年分源泉

徴収票の支払金額（税込み）を7ページの所得計算表の算出式に当てはめて計算します。 

イ．平成26年1月1日以降に就職し、現在も引き続いて勤務されている方は、年間支払金額

を次のように計算し、7ページの所得計算表の算出式に当てはめて計算します。 

(a)平成26年７月末までに就職された方 

就職した月の翌月から12ヵ月分の合計金額 

(b)平成26年８月以降に就職された方 

1ヵ月平均収入金額       

(働いた期間の総収入÷働いた期間の月数)  × 12ヵ月分 ＋ 賞与  
※就職した月は除く 

② 事業所得金額 

ア．平成25年12月31日以前から現在まで引き続き事業をされている方は、平成26年分の

収入金額から必要経費を除いた金額が事業所得金額となります。 

イ．平成26年1月1日以降に開業し、現在も引き続いて事業をされている方の事業所得金額

は次のように計算します。 

(a)平成26年７月末までに開業された方 

開業した月の翌月から12ヵ月分の合計収入金額より、必要経費合計金額を除いた額 

(b)平成26年８月以降に開業された方 

1ヵ月平均事業所得金額               

(営業した期間の総収入－必要経費合計)÷営業した期間の月数  × 12ヵ月分 
※営業した期間の総収入・必要経費・月数とも開業した月は除く 

 

 

③ 年金所得金額（雑所得金額） 

年金所得の方は、年間総支給額（平成 26 年分）を７ページ計算表の算出式に当てはめて計算

します。 

 

 

（２）各自の総所得金額を計算 

総所得金額 ＝ 給与所得 ＋ 事業所得 ＋ 年金所得＋ 不動産所得 ＋ 利子所得 ＋ 配当所得 

（各自の総所得金額を計算してください。） 
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（３）収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算 

 

 

 

 

 

（４）世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算 

 

 

                              

 

 

 

１１ページの「控除額一覧表」を参照 

して合計額を計算してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 入居申込書の「年収」欄には、給与所得の方は（１）の①の支払金額（税込み）を、 

年金所得の方は（１）の③の年間総支給額を記入してください。 

 

（注）税制改正に伴い、控除額の計算が変更になる場合がありますので、ご了承ください。 

 

本人の総所得金額  家族の総所得金額  

＝ 

世帯の総所得金額 

 ＋   

  

世帯の総所得金額  控除額合計金額  

  ÷ 12 ＝ 

政 令 月 収 額 

 －   

  

控  除  対  象 控    除    額 

１．同 居 親 族 38万円×   人 ＝         円 

２．同居しない扶養親族 38万円×   人 ＝         円 

３．老 人 扶 養 親 族 10万円×   人 ＝         円 

４．特 別 扶 養 親 族 25万円×   人 ＝         円 

５－① 特 別 障 害 者 40万円×   人 ＝         円 

５－② 障 害 者 27万円×   人 ＝         円 

６．寡 婦 27万円×   人 ＝         円 

７．寡 夫 27万円×   人 ＝         円 

控 除 額 の 合 計                     円 
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２．所得計算表 

（税制改正に伴い、所得の計算が変更になる場合がありますので、ご了承ください。） 

 

（１）給与所得計算表 

給与所得の方は、次の表の支払金額（1年間に受け取った給与・ボーナスの税込みの合計額）の

区分により給与所得金額を計算してください。 

（２）年金所得（雑所得）計算表 

年金所得の方は、次の表の収入金額（１年間に受け取った年金の総支給額〈税込み金額〉）の区分

により年金所得（雑所得）金額を計算してください。 

支 払 金 額 給与所得金額の算出式 

651,000円未満 給与所得金額  ＝  「 ０ 」  円 

  651,000円以上 ～ 1,619,000円未満 支払金額 － 650,000円  ＝  給与所得金額 

1,619,000円以上 ～ 1,620,000円未満  給与所得金額  ＝ 「969,000」円 

1,620,000円以上 ～ 1,622,000円未満  給与所得金額  ＝ 「970,000」円 

1,622,000円以上 ～ 1,624,000円未満  給与所得金額  ＝ 「972,000」円 

1,624,000円以上 ～ 1,628,000円未満  給与所得金額  ＝ 「974,000」円 

1,628,000円以上 まず、次のとおり端数整理を

します。 

(ア) 支払金額÷4,000 円で

算出した答の小数点以

下を切り捨てる。 

(イ) 上の(ア)で算出した数値

に4,000円を掛ける。 

(ウ) 次に、(イ)で算出した金

額を右の算出式に当て

はめてください。 

左のとおり 

端数整理した      ×0.6 ＝ 給与所得金額 

支払金額 

～ 

1,800,000円未満 

1,800,000円以上 左のとおり 

端数整理した    ×0.7－180,000円 ＝ 給与所得金額 

支払金額 

～ 

3,600,000円未満 

3,600,000円以上 左のとおり 

端数整理した    ×0.8－540,000円 ＝ 給与所得金額 

支払金額 

～ 

6,600,000円未満 

  6,600,000円以上 ～ 10,000,000円未満 支払金額 ×  0.9 － 1,200,000円 ＝ 給与所得金額 

10,000,000円以上 ～ 20,000,000円未満 支払金額 × 0.95 － 1,700,000円 ＝ 給与所得金額 

 

 

 
収 入 金 額(年間総支給額) 年金所得（雑所得）金額の算出式 

 

６５
歳
以
上
の
方 

1,200,000円以下 年金所得（雑所得）金額 ＝ 「０」 円    

1,200,001円以上 ～ 3,300,000円未満 収入金額      － 1,200,000円 ＝ 年金所得(雑所得)金額 

3,300,000円以上 ～ 4,100,000円未満 収入金額×0.75 － 375,000円 ＝ 年金所得(雑所得)金額 

4,100,000円以上 ～ 7,700,000円未満 収入金額×0.85 － 785,000円 ＝ 年金所得(雑所得)金額 

 

６５
歳
未
満
の
方 

700,000円以下   年金所得（雑所得）金額 ＝ 「０」 円    

700,001円以上 ～ 1,300,000円未満 収入金額×0.85 － 700,000円 ＝ 年金所得(雑所得)金額 

1,300,000円以上 ～ 4,100,000円未満 収入金額×0.75 － 375,000円 ＝ 年金所得(雑所得)金額 

4,100,000円以上 ～ 7,700,000円未満 収入金額×0.85 － 785,000円 ＝ 年金所得(雑所得)金額 
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３．控除額一覧表 

（１）控除対象者に該当する方がおられる場合は、それぞれの控除額を合算して総所得から差し引

いてください。 

（２）２・３・５～７の控除は、所得税法上認定されている方に限ります。 

（３）４の控除は、公営住宅法施行令第１条第３号ハに規定する、扶養親族のうち年齢16歳以上

23歳未満の方をいい、所得税法上の「特定扶養親族」とは異なります。 

（４）年齢は、平成27年８月10日現在の満年齢です。 

 

※ 控除額は該当者1人についての額（年間）です。 

寡婦・寡夫控除は、所得が27万円以上の方については27万円、27万円未満の方については 

その所得金額を控除します。 

 

控 除 対 象 範     囲 控除額 

１．同 居 親 族 申込住宅に同居する申込本人以外の方 
３８万円 

２．同居しない扶養親族 申込住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

特 
 

 

別 
 

 

控 
 

 

除 
 

 
対 

 
 

象 
 

 

者  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３．老人扶養親族 扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の方 １０万円 

４．特別扶養親族 16歳以上23歳未満の扶養親族 25万円 

５．障害者 

① 特 別 

  障害者 

 

次の(1)～(8)のいずれかに当てはまる方（申込者又は上記１・２

の対象者） 

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある

方（これに該当する方は全て特別障害者） 

(2) 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター

又は精神保健指定医から知的障害者と判定された方（このう

ち、重度の知的障害者と判定された方は特別障害者） 

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方（１級の方は

特別障害者） 

(4) 身体障害者手帳の交付を受けている方（１級又は２級の方は

特別障害者） 

(5) 戦傷病者手帳の交付を受けている方(恩給法別表第１号表の

２の特別項症から第3項症までの方は特別障害者) 

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚

生労働大臣の認定を受けている方（これに該当する方は全て

特別障害者） 

(7) 常に就床を要し、複雑な介護を要する方（これに該当する方

は全て特別障害者） 

(8) 年齢65歳以上で、その障害の程度が上記の(1)(2)又は(4)

に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長

などの認定を受けている方((1)(2)又は(4)の特別障害者と同

程度の障害のある方は特別障害者) 
 

４０万円 

②と重複して控除

することはできま

せん。 

② 障害者 

２７万円 

①と重複して控除

することはできま

せん。 

６．寡    婦 

 

申込本人又は同居親族で次のア～イのいずれかに該当する方 

ア．夫と死別又は離婚してから婚姻していない方あるいは夫の生

死が不明な方で、扶養親族その他生計を一にする子（他の人の

控除対象配偶者や扶養親族とされていたり、年間の所得の見積

額が 38万円を超える子は除かれます）がいる方。 

イ．夫と死別してから婚姻をしていない方又は夫の生死が不明で

ある方で、年間の所得の見積額が５００万円以下の方。この場

合は、扶養親族などがなくても｢寡婦｣とされます。 
 ２７万円 

７．寡    夫 

 

申込本人又は同居親族で次のア～ウの全てに該当する方 

ア．妻と死別又は離婚してから婚姻していないか、妻の生死が不

明である方。 

イ．生計を一にする子（他の人の控除対象配偶者や扶養親族とさ

れていたり、年間の所得の見積額が38万円を超える子は除か

れます）がある方。 

ウ．年間の所得の見積額が500万円以下である方。 
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 収入基準早見表  
 
政令月収額が158,000円以下の場合（所得のある方が１人で特別控除対象者がいない世帯） 

 
※下段網かけは裁量階層世帯 

中断(政令月収額が214,000円以下で、所得のある方が1人で特別控除対象者がいない世帯) 

下段(政令月収額が259,000円以下で、所得のある方が1人で特別控除対象者がいない世帯) 

 

 

（注）政令月収額が 123,000 円以上の世帯（所得の上昇が見込まれる世帯で単身者は除く）は、シ

ティハイツ（特別市営住宅）もお申込みいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 

入居家族数及び入居しない扶養親族数（申込本人を含む） 

単身者 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

給
与
所
得
の
方 

（
税
込
金
額
） 

年
間
総
収
入
金
額 

政令月収

158,000円以下 

2,967,999 

    円以下      

3,511,999  

   円以下 

3,995,999  

      円以下 

4,471,999  

      円以下 

4,947,999  

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

214,000円以下 

3,887,999  

     円以下  

4,363,999  

      円以下 

4,835,999  

      円以下 

5,311,999  

      円以下 

5,787,999  

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

259,000円以下 
 

5,035,999  

      円以下 

5,511,999  

      円以下 

5,987,999  

      円以下 

6,463,999  

     円以下 

事
業
所
得
の
方 

年
間
総
所
得
金
額 

政令月収

158,000円以下 

1,896,011  

     円以下 

2,276,011 

     円以下 

2,656,011 

      円以下 

3,036,011 

      円以下 

3,416,011 

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

214,000円以下 

2,568,011 

     円以下 

2,948,011 

      円以下 

3,328,011 

     円以下 

3,708,011 

      円以下 

4,088,011 

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

259,000円以下 
 

3,488,011 

      円以下 

3,868,011 

     円以下 

4,248,011 

      円以下 

4,628,011 

     円以下 

年
金
所
得
の
方 

年
間
総
収
入
金
額
（
税
込
金
額
） 

６
５
歳
未
満 

政令月収

158,000円以下 

3,028,015 

   円以下 

3,534,682 

     円以下 

4,041,349 

      円以下 

4,495,308 

      円以下 

4,942,367 

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

214,000円以下 

3,924,015 

円以下 

4,391,778 

円以下 

4,838,837 

     円以下 

5,285,896 

      円以下 

5,732,955 

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

259,000円以下 
 

5,027,072 

      円以下 

5,474,131 

      円以下 

5,921,190 

      円以下 

6,368,249 

     円以下 

６
５
歳
以
上 

政令月収

158,000円以下 

3,096,011 

   円以下 

3,534,682 

      円以下 

4,041,349 

      円以下 

4,495,308 

     円以下 

4,942,367 

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

214,000円以下 

3,924,015 

円以下 

4,391,778 

円以下 

4,838,837 

     円以下 

5,285,896 

      円以下 

5,732,955 

     円以下 

裁量階層世帯 

政令月収

259,000円以下 
 

5,027,072 

      円以下 

5,474,131 

      円以下 

5,921,190 

      円以下 

6,368,249 

     円以下 
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 裁量階層世帯  
 

該当世帯区分 該 当 要 件 政令月収 

① 高齢者世帯 

申込者が昭和31年4月1日以前に生まれた方

で、かつ入居する全ての方が、昭和31年4月1

日以前に生まれているか、18歳未満である世帯

（年齢は申込期間末日現在の満年齢） 

214,000円以下 

② 障害者世帯 

入居する方の中に、次の(1)～(3)のいずれか、

もしくは複数お持ちの方がいる世帯 

(1)１～4級の身体障害者手帳 

(2)Ａ又はＢ1判定の療育手帳 

(3)1～2級の精神障害者保健福祉手帳 

214,000円以下 

③ 戦傷病者世帯 
入居する方のなかに、戦傷病者手帳の交付を受

けている方がいる世帯 
214,000円以下 

④ 被爆者世帯 

入居する方の中に、原子爆弾被爆者援護に関す

る厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世

帯 

214,000円以下 

⑤ 海外からの引揚者 

世帯 

入居する方の中に、海外からの引揚者（厚生労

働大臣が発行する証明書を有する方）がいる世

帯（引揚げ証明には、入居する方＝引揚者本人

の氏名の記載があるもの） 

214,000円以下 

⑥ ハンセン病療養所 

入所者等の世帯 

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支

給等に関する法律第2条に規定する、ハンセン

病療養所入所者等に規定する方がいる世帯 

214,000円以下 

⑦ 難病患者世帯 

入居する方のなかに、障害者総合支援法におけ

る難病等（対象151疾患）により、障害福祉サ

ービス受給者証等の交付を受けている方がいる

世帯 

214,000円以下 

⑧ 子育て世帯 
入居する方の中に、中学校を卒業するまでの子

がいる世帯 
259,000円以下 

⑨ 若年世帯 
夫婦（内縁を含む）又は、婚約者の合計年齢が

70歳以下の世帯 
259,000円以下 
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お申込みに際し了承・注意していただくこと 
 

① お申込み後の住宅・同居親族等の変更はできません。 

② 入居しようとする住宅内部は、鍵渡し前に下見することはできません。 

③ 入居時期は、修繕工事及び書類審査等の関係で予定日より前後することがあります。 

④ 犬・猫・鳥など動物の飼育はできません。 

⑤ 指定した日までに入居されないときは、入居許可が取り消されることがあります。 

⑥ 入居後は、家賃のほかに毎月、共益費（約1,000円～3,000円程度）が必要です。

また、住宅によっては、ケーブルテレビの使用料が必要です。（須磨ニュータウン

の一部の住宅） 

⑦ 住宅敷地内に自動車を無断で駐車することはできません。 

駐車場の設置されていない住宅が大部分ですが、設置されている住宅で空スペース

がある場合、有料で使用できます。ただし、契約可能な自動車には大きさ等の制限

があります。（駐車場の契約は、鍵渡し時になります。） 

⑧ （今回募集の住宅に入居されても）将来の建替え、廃止、大規模改修等にともない、

他の市営住宅等への移転が必要になる場合があります。 

また、大規模改修工事等の際には、騒音、振動、粉塵等が発生することがあります。 

⑨ 入居後は、毎年、家賃算定のため前年の収入を申告していただきます。 

⑩ 入居から３～５年経過後、収入が一定額以上の場合には収入超過者又は高額所得者

と認定され、民間住宅なみの家賃が適用されるとともに一定期間内に住宅の明渡し

をしていただきます。 

⑪ 家賃は原則として、口座振替（各金融機関・郵便局）により納めていただきます。 

⑫ 入居後に名義変更ができる方は、名義人に、①死亡 ②結婚又は離婚による退去 ③

転勤等による市外転出等の理由が発生した場合に、原則として同居者である配偶

者・高齢者・障害者等に限られます。 

⑬ 申込者本人又は同居しようとする者が、暴力団員である場合は入居できません。 

なお、入居後に暴力団員であることが判明した場合、又は暴力団員になったことが

判明した場合は住宅の明渡しの対象となります。 

 

【空家修繕について】 
 

空家住宅は、前居住者が退去した住宅を部分的に修繕し、入居していただくもので

す。空家修繕は、住宅ごとの傷みの程度により美観や修繕の内容が異なりますので、

ご了承ください。なお、修繕内容は、おおむね次のとおりです。 

□ 新替えを行っているところ 

●畳表 ●フスマ・紙障子の張り替え ●玄関扉の鍵 ●給水栓のパッキン 

□ 部分的な修繕を行っているところ 

●床・壁・天井等は、汚れ・破損の著しい箇所のみ修繕 

●汚れ・破損が軽微な場合は、清掃・部分補修のみ 

（例えば、壁クロス 4 面のうち、1 面のみ破損の著しい場合は、1 面のみの

張り替えをしています。） 

□ 設備と点検 

●風呂釜・浴槽（募集住宅一覧表の「風呂」欄が「○」となっている風呂設備付

住宅）・流し台・コンロ台・換気扇・便器は、従前のものを清掃・点検して使用 

●電気・給排水・ガス設備の点検、建具は開閉調整を行っています。 

□ 清掃 

新築ではありませんので、多少の汚れがあります。清掃は、入居時に各自で行っ

てください。 
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 家賃について  
 

１ 家賃は、入居者の収入や住宅の規模・立地条件・経過年数等に応じて異なりますので、

個々の住宅の家賃については、募集住宅一覧表をご覧ください。 

 

２ 家賃の算定に用いる入居者の収入は、政令月収額として下記の７区分に分類されます。 

政令月収額は６～９ページの計算式で算出することができます。 

 

【収入による家賃の算定区分】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ただし、➄～➆は、裁量階層世帯（１１ページ参照） 

 

 ※入居決定後、一定額以下の収入の方は、家賃の減免を受けられる場合があります。 

この場合、非課税の収入（遺族年金・障害年金・雇用保険・労災保険・傷病手当・児

童福祉手当・仕送り・奨学金等）も加算されます。 

 

３ 裁量階層世帯（１１ページ参照）は、募集住宅一覧表に記載している月額家賃①～④

の範囲以外の金額となります。 

 

４ 家賃は、上記１の要素により毎年度変動します。 

 

５ 入居後は、毎年、家賃算定のため前年の収入を申告していただきます。 

入居から３～５年経過後、収入が一定額以上の場合には、収入超過者又は高額所得者

と認定され、民間住宅なみの家賃が段階的に適用されるとともに、一定期間内に住宅

の明渡しをしていただきます。 

 

 募集再開住宅について  
 

募集再開住宅とは、死亡事故、独居死などが発生した住宅で、都合により募集を一時停止 

していた住宅です。 

概要・入居条件については下記の各条項をご了承のうえ、お申込みください。 

 

・申込資格については、他の住宅と同じです。 

・募集停止事由についてはお答えできません。 

・入居にあたっては誓約書を提出していただきます。 

 （死亡事故、独居死などが発生した住宅であることの了解、及び入居後もそのことを

理由に住宅交換などの申請や異議を申立てしないことについての誓約書） 

 

➀・・・政令月収額が        0円～104,000円の世帯 

➁・・・政令月収額が 104,001円～123,000円の世帯 

➂・・・政令月収額が 123,001円～139,000円の世帯 

➃・・・政令月収額が 139,001円～158,000円の世帯 

 

 

➄・・・政令月収額が 158,001円～186,000円の世帯 

➅・・・政令月収額が 186,001円～214,000円の世帯 

➆・・・政令月収額が 214,001円～259,000円の世帯 
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 資格審査  
 

当選後、必要書類を提出していただき、資格審査を行います。 

資格審査の結果、申込資格を満たしていない場合や、記載内容が事実と異なる場合は 

「失格」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当選者に提出していただく主な書類 

 

（１） 市営住宅入居許可申請調書（神戸市所定の様式） 

 

（２） 住民票 

※ 申込人の世帯全員の「続柄」の記載されたものが必要です。 

※ 婚約申込みの場合は、両方の世帯全員のものが必要です。 

※ 内縁関係の方は、「続柄」が未届の夫又は未届の妻となっているものが必要で

す。 

※ 外国籍の方は「国籍・地域、世帯主との関係、中長期在留者・特別永住者等の

区分」等が記載されたものが必要です。 

 

（３） 市民税・県民税所得証明書 

※ 申込人の世帯全員のものが必要です。（１８歳以上で無収入の方も含む） 

※ 生活保護受給中の方は、福祉事務所長発行の証明書を所得証明書に代えて提出

してください。 

 

（４） 実態調査書（神戸市所定の様式） 

 

（５） 誓約書（神戸市所定の様式） 

※ 申込者本人及び同居しようとする方が神戸市営住宅条例を遵守すること、及び

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する暴力団員）でないことを誓約していただきます。なお必要に応じ、誓約

書に基づき、暴力団員に該当するか否かについて、警察への照会を行います。 

 

（６） その他神戸市が指定する書類 

 

（７） その他、該当する方のみ必要な書類 

※ 給与証明書、確定申告書（控）、公的年金等の源泉徴収票、身体障害者手帳等 

退職証明書 
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［追加募集以降の受付］ 

・追加募集で申込みがなく、残った住宅については、「常時募集」として 

８月２５日(火)から先着順で受付いたします。 

（ただし、土・日・祝日は除く。受付時間は午前９時から午後５時） 

 

 

 

 

 

 

 

・空家がない場合もありますので、必ず空家状況を確認のうえ、認印・必要書

類を市営住宅募集係までご持参ください。 

なお、電話での空家の予約はできませんので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

☆ パンフレットに記載の家賃月額・募集戸数・入居予定時期等は見込みですので、

変更になることがあります。 

 

 

☆ 追加募集では、郊外にある築年数が比較的古い等の一部住宅を募集します。 

☆ 市街地の住宅や比較的新しい住宅は、定時募集（毎年 5 月、10 月受付）で

募集します。 

※ 初日、午前９：００の受付時に複数の申込みがあった場合は 

１．９：００までにご来場の方に「受付番号札」をお渡しします。 

２．「受付番号札」の順番で、住宅を選択する順番を決めるための抽選を行

います。（常時募集初日の抽選は、住宅毎の抽選ではありません。） 

なお、９：０１以降にご来場の方は、前記の住宅の選択終了まで 

お待ちいただくことになります。 
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 申込書の書き方  
 

（１） 申込者 

① 住所欄には、郵便番号・住所・号棟・室番（様方）・電話番号を記入してください。 

② 勤務先名称については、○○会社○○営業所など具体的に記入してください。 

 

（２） 入居しようとする者 

① 入居しようとする方全員について、氏名・フリガナ・続柄・生年月日・年齢・収入

を記入してください。なお、申込後の家族の追加、変更は一切認められません。 

② 結婚予定で申し込まれる方は、婚約者氏名も記入し、フリガナ・続柄（「婚約者」

と朱記してください）・生年月日・年齢・収入を記入してください。 

 

（３） 収入の種類 

所得のある方は、「給与」「事業」「年金」の該当するものに○印を記入してください。 

（区分を間違って記入した場合、失格となることがありますのでご注意ください） 

 

（４） 年間総収入金額、年間総所得金額 

① 給与及び年金の方は、年間総収入金額（税込金額）を、事業等の方は年間総所得金

額を記入してください。（間違って記入した場合、失格となることがありますので

ご注意ください） 

非課税の方で生活保護を受けている方は、「生活保護」、失業中の方は、「失業」、そ

の他収入のない方は、金額「０」と記入してください。 

所得税の確定申告で繰越損失額のある方は、事業等の欄に○印をし、差し引き後の

所得金額を記入してください。 

② 平成27年１月１日以降に就職（転職）した方は、６～９ページの計算方法により

年間総収入金額を、また平成27年１月１日以降に開業（転業）した方は、６～９

ページの計算方法により総所得金額を、それぞれ推定して記入してください。転

職・転業前の収入は関係ありません。 

③ 申込本人以外の方（家族又は婚約者など）で収入がある場合は、本人と同じように

上記の要領で記入してください。 

ただし、当該住宅の入居日までに退職される場合は、「退職予定」と朱記してくだ

さい。その場合、収入は合算されません。 

 

（５） 単身申込者の方 

当てはまる項目にチェックを入れてください。 

 

（６） 申込住宅番号 

募集住宅一覧表より１つ番号を選んで記入ください。 

 

（７） その他 

・ミシン目下の申込者氏名欄と申込住宅番号欄も上記で記入した同じ申込者氏名、申

込住宅番号を記入ください。 

・受付№は記入する必要はありません。 
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募集住宅一覧表の見方

　北　区

階　建 面積（㎡）
号　棟 間取り

（建設年度） 階　数 （円）
注意マーク 号　室

５階建 ５７㎡ ①　23,800
１号棟 ３DK ②　27,500

③　31,400
④　35,400

３０２号室 DK7.1

申込区分 ……… 「単身可」「２人以上」など該当住宅に応募できる世帯人数を記載しています。

申込番号 ……… 申込書の申込住宅番号欄に該当番号を記入します。

建設年度 ……… 建築工事を開始した年度を記載しています。

注意マーク ……… 該当住宅について注意していただきたいことを、マークで表しています。
（ 　など） （マークの説明は備考欄に記載しています。）

交　　通 ……… 該当住宅の敷地出入口から合理的な交通手段について記載しています。(他にも交通手段が存在する場合があります。)

……… 設置の有無等について記号で記載しています。

・エレベータ　　○　有り　　　　　×　無し
　エレベータ欄に「スキップ」と表示のある住宅は、エレベータが各階に停止しません。
・風呂設備 　  　○　設備付　　 　  △　場所あり

面積・間取り・畳数 ……… 面積は部屋の総面積を(数字の端数は切り捨て)、間取りは居室数＋その他の構成(食事室＋炊事場ならDK)を、畳数
は和室と洋室及びその他の構成に分けた畳数を記載しています。

月額家賃 ……… ①は１階層、④は４階層の家賃を表しています。月額家賃欄の入居者負担額等、詳しくは７ページをご覧ください。
（注）裁量階層世帯となる方については５～７階層となりますので、掲載している家賃より高くなります。

過去倍率 ……… 追加募集で、平成25年8月募集以降に募集があった住宅の倍率です。
倍率欄で（―）倍と表示されているのは平成25年8月以降募集のなかった住宅、（0）倍は申込のなかった住宅です。

備考欄 ……… 募集再開住宅、当該住宅についての補足事項を記載しています。
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【追加募集】　募　集　住　宅　一　覧　表

倍

風呂
畳　数

和6,6　洋4

エレ
ベー
タ

×

所　　　　在　　　　地
備　　考　　欄

（―）

申込
区分

住　宅　名申込
番号

単
身
可

過去
倍率

月額家賃

交　　　　　　　　　通

北区○△台○丁目○番

神戸電鉄「○△台」駅　徒歩○分　
３階 △

エレベータ・風呂設備

○△第二

（昭和○△年）
☆☆



　東　灘　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５７㎡ ① 30,700
１号棟 ３ＤＫ ② 35,400

③ 40,500
④ 45,700

５０１号室 DK7.1
５階建  ６０㎡ ① 34,600
３号棟 ３ＤＫ ② 39,900

③ 45,700
④ 51,500

４０４号室 DK6
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1

2
（３）

（―）

 鉄道が近い為騒音等が
発生する事があります

×

×

過去
倍率

月額家賃

和6,6 洋4

△
倍

倍

畳　数

○

申込
区分

北青木第二 東灘区北青木２丁目２番

東灘区本庄町２丁目６番

阪神「青木」駅　徒歩6分

2
人
以
上

3
人
以
上

申込
番号

本庄

エレ
ベータ

交　　　　　　　　　通

(昭和56年度)

備　　考　　欄

４階

住　宅　名 所　　　　在　　　　地

和6,6 洋4

風呂

５階(昭和55年度)
阪神「深江」駅　徒歩7分



　灘　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

４階建  ６６㎡ ① 43,800
４号棟 ３ＬＤＫ ② 50,600

③ 57,800
④ 65,200

４０３号室 LDK10.5
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4
人
以
上

(平成 9年度)
阪急「六甲」駅　徒歩11分

４階 和6,4.5 洋5
倍

3 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

神前 灘区神前町４丁目５番４

○
（３０）

改良住宅

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　長　田　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５０㎡ ① 24,400
１号棟 ３ＤＫ ② 28,100

③ 32,200
④ 36,300

１０２号室 DK7.2
５階建  ５０㎡ ① 24,400
１号棟 ３ＤＫ ② 28,100

③ 32,200
④ 36,300

３０７号室 DK7.2
５階建  ５０㎡ ① 24,200
２号棟 ３ＤＫ ② 27,900

③ 32,000
④ 36,000

４０４号室 DK7.2
５階建  ４７㎡ ① 23,000
２号棟 ３ＤＫ ② 26,600

③ 30,400
④ 34,300

５１３号室 DK6.4
５階建  ４１㎡ ① 20,500
１号棟 ２ＤＫ ② 23,700

③ 27,100
④ 28,900

１０３号室 DK6.8
５階建  ４１㎡ ① 20,800
２号棟 ２ＤＫ ② 24,000

③ 27,400
④ 31,000

２０１号室 DK6.8
５階建  ４８㎡ ① 24,400
３号棟 ３ＤＫ ② 28,200

③ 32,200
④ 36,300

５０２号室 DK6.6
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単
身
可

10 ○(昭和50年度)
神戸電鉄「丸山」駅　徒歩5分

５階 和6,4 洋3.5

和6,6
倍

丸山東 長田区滝谷町２丁目８番

○
（９）

倍

倍

丸山東 長田区滝谷町２丁目８番

○
（―）

9 ○(昭和48年度)
神戸電鉄「丸山」駅　徒歩5分

２階

丸山東 長田区滝谷町２丁目８番

○
（―）

8 ○(昭和47年度)
神戸電鉄「丸山」駅　徒歩5分

１階 和6,6

7 ○(昭和51年度)
神戸電鉄「鵯越」駅　徒歩14分

５階 和6,4 洋3.5

和6,4 洋3.5
倍

大日丘 長田区大日丘町１丁目７番

○
（１）

倍

倍

大日丘 長田区大日丘町１丁目７番

○
（１）

6 ○(昭和51年度)
神戸電鉄「鵯越」駅　徒歩14分

４階

大日丘 長田区大日丘町１丁目７番

○
（１）

5 ○(昭和51年度)
神戸電鉄「鵯越」駅　徒歩14分

３階 和6,4 洋3.5

(昭和51年度)
神戸電鉄「鵯越」駅　徒歩14分

１階 和6,4 洋3.5
倍

4 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

大日丘 長田区大日丘町１丁目７番

○
（２）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　長　田　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５０㎡ ① 23,000
１号棟 ３ＤＫ ② 26,600

③ 30,400
④ 34,300

２０１号室 DK7
５階建  ５０㎡ ① 23,000
１号棟 ３ＤＫ ② 26,600

③ 30,400
④ 34,300

４０６号室 DK7
５階建  ５９㎡ ① 29,200
２号棟 ３ＤＫ ② 33,700

③ 38,500
④ 43,400

４０５号室 DK7.4
５階建  ７３㎡ ① 37,000
１号棟 ４ＤＫ ② 42,800

③ 48,900
④ 55,200

２０４号室 DK7.4

-22-

単
身
可

2
人
以
上

4
人
以
上

14 ×(昭和62年度) 地下鉄・ＪＲ「新長田」駅より、市ﾊﾞｽ約１６分「丸
山団地」　徒歩5分

２階 和6,6,6 洋4.5

和6,6 洋4.5
倍

雲雀ヶ丘 長田区雲雀ヶ丘１丁目７番

○
（０）

倍

倍

雲雀ヶ丘 長田区雲雀ヶ丘１丁目７番

○
（０）

13 ×(昭和62年度) 地下鉄・ＪＲ「新長田」駅より、市ﾊﾞｽ約１６分「丸
山団地」　徒歩5分

４階

大日丘第二 長田区大日丘町２丁目２番２

△
（０）

12 ○(昭和53年度)
神戸電鉄「鵯越」駅　徒歩10分

４階 和6,4 洋3.5

(昭和53年度)
神戸電鉄「鵯越」駅　徒歩10分

２階 和6,4 洋3.5
倍

11 ○

過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

大日丘第二 長田区大日丘町２丁目２番２

△
（０）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

月額家賃



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ４３㎡ ① 20,600
１号棟 ３ＤＫ ② 23,800

③ 27,200
④ 30,700

３０４号室 DK5.5
５階建  ４３㎡ ① 20,100
２号棟 ３ＤＫ ② 23,200

③ 26,600
④ 30,000

５０４号室 DK5.5
５階建  ４３㎡ ① 20,400
５号棟 ３ＤＫ ② 23,500

③ 26,900
④ 30,300

４０４号室 DK5.5
５階建  ５１㎡ ① 24,700
１号棟 ３ＤＫ ② 28,600

③ 32,700
④ 36,800

２０６号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 23,600
２号棟 ３ＤＫ ② 27,300

③ 31,200
④ 35,200

５０８号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 24,400
８号棟 ３ＤＫ ② 28,200

③ 32,200
④ 36,400

３０３号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,000
９号棟 ３ＤＫ ② 28,800

③ 33,000
④ 37,200

１０３号室 DK5.4

-23-

単
身
可

倍

菅の台 須磨区菅の台４丁目１番地

△
（３）

21 ×(昭和51年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台小
学校前」　徒歩1分

１階 和6,6 洋3.5
倍

菅の台 須磨区菅の台４丁目１番地

△
（２）

20 ×(昭和51年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台小
学校前」　徒歩1分

３階 和6,6 洋3.5

19 ×(昭和49年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台1丁
目」　徒歩3分

５階 和6,6 洋3.5

２階 和6,6 洋3.5
倍

菅の台 須磨区菅の台４丁目５番地

△
（２）

倍

４階 和6,4.5 洋3.5
倍

菅の台 須磨区菅の台４丁目５番地

△
（３）

地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「白川台１」
徒歩2分

(昭和49年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台1丁
目」　徒歩3分

18 ×

倍

白川 須磨区白川台１丁目３５番地の２

△
（１）

17 ×(昭和48年度)

白川 須磨区白川台１丁目３５番地の２

△
（１）

16 ×(昭和48年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「白川台１」
徒歩2分

５階 和6,4.5 洋3.5

(昭和48年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「白川台１」
徒歩2分

３階 和6,4.5 洋3.5
倍

15 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

白川 須磨区白川台１丁目３５番地の２

△
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

１２階建  ４４㎡ ① 23,000
１３号棟 ３ＤＫ ② 26,500

③ 30,300
④ 34,200

８０６号室 DK6.2
３階建  ６１㎡ ① 27,700
１号棟 ３ＬＤＫ ② 31,900

③ 36,500
④ 41,200

３０１号室 LDK9.8
３階建  ６１㎡ ① 28,400
２号棟 ３ＬＤＫ ② 32,700

③ 37,400
④ 42,200

１０１号室 LDK9.8
３階建  ６１㎡ ① 28,400
２号棟 ３ＬＤＫ ② 32,700

③ 37,400
④ 42,200

２０３号室 LDK9.8
５階建  ５９㎡ ① 28,700
１号棟 ３ＤＫ ② 33,100

③ 37,900
④ 42,700

３０８号室 DK8
５階建  ５９㎡ ① 28,000
１号棟 ３ＤＫ ② 32,300

③ 37,000
④ 41,700

５０５号室 DK8
５階建  ５１㎡ ① 24,700
２号棟 ３ＤＫ ② 28,600

③ 32,700
④ 36,800

１０１号室 DK5.4

-24-

単
身
可

2
人
以
上

和6,6 洋3.5
倍

倍

菅の台 須磨区菅の台４丁目５番地

△
（―）

28 ×(昭和49年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台1丁
目」　徒歩3分

１階

樫原 須磨区妙法寺字樫原２番地の３

○
（―）

27 ×(昭和56年度) 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅より、市ﾊﾞｽ約１０分
「那須神社前」　徒歩2分

５階 和6,6 洋4.5

26 ×(昭和56年度) 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅より、市ﾊﾞｽ約１０分
「那須神社前」　徒歩2分

３階 和6,6 洋4.5

２階 和6,6 洋4.5
倍

樫原 須磨区妙法寺字樫原２番地の３

○
（―）

倍

１階 和6,6 洋4.5
倍

鹿松 須磨区妙法寺字高取山１番地の６

△
（―）

地下鉄「長田」駅より、市ﾊﾞｽ約２０分「藪中」
徒歩4分

(昭和55年度) 地下鉄「長田」駅より、市ﾊﾞｽ約２０分「藪中」
徒歩4分

25 ×

倍

鹿松 須磨区妙法寺字高取山１番地の６

△
（―）

24 ×(昭和55年度)

鹿松 須磨区妙法寺字高取山１番地の６

△
（―）

23 ×(昭和55年度) 地下鉄「長田」駅より、市ﾊﾞｽ約２０分「藪中」
徒歩4分

３階 和6,6 洋4.5

(昭和49年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩12分

８階 和6,4.5 洋3.5
倍

22 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

竜が台 須磨区竜が台２丁目２番地

○
（１７）

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５１㎡ ① 24,700
２号棟 ３ＤＫ ② 28,600

③ 32,700
④ 36,800

１０５号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 24,700
２号棟 ３ＤＫ ② 28,600

③ 32,700
④ 36,800

２０２号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 24,200
３号棟 ３ＤＫ ② 27,900

③ 31,900
④ 36,000

３０２号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,300

１５３号棟 ３ＤＫ ② 29,200
③ 33,400
④ 37,600

２０６号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,300

１５６号棟 ３ＤＫ ② 29,200
③ 33,400
④ 37,600

１０１号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,300

１６１号棟 ３ＤＫ ② 29,200
③ 33,400
④ 37,600

２０１号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,300

１６２号棟 ３ＤＫ ② 29,200
③ 33,400
④ 37,600

１０５号室 DK5.4

-25-

2
人
以
上

倍

東落合 須磨区東落合２丁目１６番

△
（１）

35 ×(昭和51年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩13分

１階 和6,6 洋3.5
倍

東落合 須磨区東落合２丁目１６番

△
（１）

34 ×(昭和51年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩12分

２階 和6,6 洋3.5

33 ×(昭和51年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩13分

１階 和6,6 洋3.5

２階 和6,6 洋3.5
倍

東落合 須磨区東落合２丁目１６番

△
（１）

倍

３階 和6,6 洋3.5
倍

東落合 須磨区東落合２丁目１６番

△
（１）

地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台1丁
目」　徒歩3分

(昭和51年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩13分

32 ×

倍

菅の台 須磨区菅の台４丁目５番地

△
（―）

31 ×(昭和49年度)

菅の台 須磨区菅の台４丁目５番地

△
（―）

30 ×(昭和49年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台1丁
目」　徒歩3分

２階 和6,6 洋3.5

(昭和49年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約５分「菅の台1丁
目」　徒歩3分

１階 和6,6 洋3.5
倍

29 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

菅の台 須磨区菅の台４丁目５番地

△
（―）

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５１㎡ ① 25,400
１６９号棟 ３ＤＫ ② 29,300

③ 33,500
④ 37,800

２０２号室 DK5.4
８階建  ５６㎡ ① 28,000

１７１号棟 ３ＤＫ ② 32,300
③ 37,000
④ 41,700

４１０号室 DK6.8
８階建  ５６㎡ ① 28,000

１７２号棟 ３ＤＫ ② 32,300
③ 37,000
④ 41,700

２１２号室 DK6.8
５階建  ５１㎡ ① 25,500
６号棟 ３ＤＫ ② 29,500

③ 33,700
④ 38,000

２０１号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,500
８号棟 ３ＤＫ ② 29,500

③ 33,700
④ 38,000

２０２号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,000

２０２号棟 ３ＤＫ ② 28,800
③ 32,900
④ 37,200

３０２号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 25,500

２０４号棟 ３ＤＫ ② 29,500
③ 33,700
④ 38,000

２０１号室 DK5.4

-26-

2
人
以
上

倍

神の谷 須磨区神の谷４丁目１番

△
（４）

42 ×(昭和53年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「神の谷小
学校前」　徒歩1分

２階 和6,6 洋3.5
倍

神の谷 須磨区神の谷４丁目１番

△
（―）

41 ×(昭和53年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「神の谷小
学校前」　徒歩2分

３階 和6,6 洋3.5

40 ×(昭和53年度)
地下鉄「妙法寺」駅　徒歩6分

２階 和6,6 洋3.5

２階 和6,6 洋3.5
倍

横尾 須磨区横尾６丁目１番地

△
（６）

倍

２階 和6,6 洋5
倍

横尾 須磨区横尾６丁目１番地

△
（６）

地下鉄「名谷」駅　徒歩11分

(昭和53年度)
地下鉄「妙法寺」駅　徒歩7分

39 ×

倍

東落合 須磨区東落合１丁目３番

△
（１）

38 ○(昭和52年度)

東落合 須磨区東落合１丁目３番

△
（４）

37 ○(昭和52年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩11分

４階 和6,4.5 洋4

(昭和52年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩11分

２階 和6,6 洋3.5
倍

36 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

東落合 須磨区東落合１丁目３番

△
（１）

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

団地内は坂道が多くなっ
ております

団地内は坂道が多くなっ
ております



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

１２階建  ５６㎡ ① 28,200
１７６号棟 ３ＳＤＫ ② 32,600

③ 37,200
④ 42,000

１００２号室 SDK10.5
１２階建  ５６㎡ ① 28,200

１７６号棟 ３ＳＤＫ ② 32,600
③ 37,200
④ 42,000

１２０３号室 SDK10.5
１２階建  ５６㎡ ① 28,200

１７７号棟 ３ＳＤＫ ② 32,600
③ 37,200
④ 42,000

２０５号室 DK8.5
１２階建  ５６㎡ ① 28,200

１７７号棟 ３ＳＤＫ ② 32,600
③ 37,200
④ 42,000

４１１号室 DK8.5
５階建  ５６㎡ ① 28,100

１８２号棟 ３ＤＫ ② 32,400
③ 37,000
④ 41,800

１０２号室 DK5.6
５階建  ５６㎡ ① 28,100

１８４号棟 ３ＤＫ ② 32,400
③ 37,000
④ 41,800

１０６号室 DK5.6
５階建  ５６㎡ ① 28,200

１８８号棟 ３ＤＫ ② 32,600
③ 37,200
④ 42,000

２０３号室 DK5.6
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2
人
以
上

倍

南落合 須磨区南落合３丁目１０番

△
（１）

49 ×(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁
目」　徒歩1分

２階 和6,6,4.5
倍

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（１）

48 ×(昭和53年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合４丁
目」　徒歩2分

１階 和6,6,4.5

47 ×(昭和53年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合４丁
目」　徒歩2分

１階 和6,6,4.5

４階 和6,6 洋3.5
倍

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（１）

倍

２階 和6,6 洋3.5
倍

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（１）

地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁
目」　徒歩2分

(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁
目」　徒歩2分

46 ○

倍

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（１）

45 ○(昭和54年度)

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（１）

44 ○(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁
目」　徒歩1分

１２階 和6,6 洋3.5

(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁
目」　徒歩1分

１０階 和6,6 洋3.5
倍

43 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（１）

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５６㎡ ① 28,200
１９０号棟 ３ＤＫ ② 32,600

③ 37,200
④ 42,000

１０２号室 DK5.6
５階建  ５６㎡ ① 27,600

１９０号棟 ３ＤＫ ② 31,800
③ 36,400
④ 41,000

３０１号室 SＤＫ10.6
５階建  ５６㎡ ① 28,200

１９２号棟 ３ＤＫ ② 32,600
③ 37,200
④ 42,000

１０２号室 SＤＫ10.6
１０階建  ５６㎡ ① 30,300

２１７号棟 ３ＳＤＫ ② 34,900
③ 40,000
④ 45,100

２０８号室 SＤＫ10.6
１０階建  ５６㎡ ① 30,300

２１８号棟 ３ＳＤＫ ② 34,900
③ 40,000
④ 45,100

１０４号室 DK8.4
１０階建  ５６㎡ ① 30,300

２１８号棟 ３ＳＤＫ ② 34,900
③ 40,000
④ 45,100

１００４号室 DK8.4
５階建  ５７㎡ ① 30,100

２２０号棟 ３ＤＫ ② 34,700
③ 39,700
④ 44,800

３０４号室 DK7.1
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2
人
以
上

倍

西落合 須磨区西落合４丁目１番

○
（７）

56 ×(昭和57年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約３分「神戸医療ｾ
ﾝﾀｰ前」　徒歩2分

３階 和6,6 洋4.5
倍

北落合西 須磨区北落合３丁目３８番

○
（３）

55 ○(昭和55年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「神の谷小
学校前」　徒歩2分

１０階 和6,6 洋3

54 ○(昭和55年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「神の谷小
学校前」　徒歩2分

１階 和6,6 洋3

２階 和6,6 洋3
倍

北落合西 須磨区北落合３丁目３８番

○
（４）

倍

１階 和6,6,4.5
倍

北落合西 須磨区北落合３丁目３８番

○
（３）

地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合４丁
目」　徒歩1分

(昭和55年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「神の谷小
学校前」　徒歩1分

53 ○

倍

南落合 須磨区南落合３丁目１０番

△
（１）

52 ×(昭和54年度)

南落合 須磨区南落合３丁目１０番

△
（１）

51 ×(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁
目」　徒歩1分

３階 和6,6,4.5

(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁
目」　徒歩1分

１階 和6,6,4.5
倍

50 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

南落合 須磨区南落合３丁目１０番

△
（１）

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５７㎡ ① 31,200
２４１号棟 ３ＤＫ ② 36,000

③ 41,200
④ 46,400

２０４号室 DK5.7
４階建  ５７㎡ ① 31,200

２４７号棟 ３ＤＫ ② 36,000
③ 41,200
④ 46,400

１０３号室 DK5.7
１４階建  ６４㎡ ① 35,800
１号棟 ３ＤＫ ② 41,300

③ 47,200
④ 53,300

７０６号室 DK8.5
５階建  ５９㎡ ① 32,000
２号棟 ３ＤＫ ② 36,900

③ 42,200
④ 47,600

５０５号室 LDK9.2
７階建  ５７㎡ ① 32,700
４号棟 ３ＤＫ ② 37,800

③ 43,200
④ 48,700

４０４号室 LDK9.2
１２階建  ６０㎡ ① 32,000
１号棟 ３ＬＤＫ ② 36,900

③ 42,200
④ 47,600

７０３号室 LDK12.6
６階建  ６０㎡ ① 32,000
２号棟 ３ＬＤＫ ② 36,900

③ 42,200
④ 47,600

１０１号室 LDK9.7
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倍

若草 須磨区車字長者平９０４番地の１

○
（３）

63 ○(平成 8年度) 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅より、市ﾊﾞｽ約２６分
「若草町」　徒歩6分

１階 和6,4.5 洋5.4
倍

若草 須磨区車字道谷山２番地の１

○
（１）

62 ○(平成 8年度) 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅より、市ﾊﾞｽ約２６分
「若草町」　徒歩6分

７階 和6,4.5 洋5.4

61 ○(昭和62年度)
JR「須磨海浜公園」駅　徒歩4分

４階 和6,4.5 洋4.5

５階 和6,6 洋5
倍

松風第二 須磨区松風町３丁目６番

○
（４０）

倍

７階 和6,6 洋4
倍

松風第二 須磨区松風町４丁目３番

○
（―）

JR「須磨海浜公園」駅　徒歩6分

(昭和60年度)
JR「須磨海浜公園」駅　徒歩1分

60 ×

倍

松風 須磨区松風町３丁目１番

○
（５）

59 ○(昭和57年度)

58 ×(昭和60年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約３分「神戸医療ｾ
ﾝﾀｰ前」　徒歩3分

１階 和6,6 洋4

西落合 須磨区西落合４丁目１番

○
（１）

(昭和60年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約３分「神戸医療ｾ
ﾝﾀｰ前」　徒歩4分

２階 和6,6 洋4
倍

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

西落合 須磨区西落合４丁目１番

○
（―）

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

3
人
以
上

2
人
以
上

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

 鉄道（又は国道等）が近
い為騒音等が発生する
事があります

 鉄道（又は国道等）が近
い為騒音等が発生する
事があります

 鉄道（又は国道等）が近
い為騒音等が発生する
事があります

 国道等が近い為騒音等
が発生する事があります

 国道等が近い為騒音等
が発生する事があります

57 ×



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ６３㎡ ① 31,500
１５９号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 36,400

③ 41,600
④ 46,900

２０４号室 LDK14.3
１０階建  ６４㎡ ① 34,400
１７号棟 ３ＬＤＫ ② 39,700

③ 45,400
④ 51,200

７０７号室 DK9.7
５階建  ６３㎡ ① 31,800

２０１号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 36,700
③ 42,000
④ 47,400

１０６号室 LDK14.3
１２階建  ７０㎡ ① 37,300
１号棟 ４ＤＫ ② 43,100

③ 49,300
④ 55,600

１２１３号室 DK7.5
１２階建  ６６㎡ ① 32,900

１７６号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 37,900
③ 43,400
④ 49,000

４０１号室 LDK14.3
１２階建  ６６㎡ ① 32,900

１７６号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 37,900
③ 43,400
④ 49,000

１０１２号室 LDK14.3
１２階建  ６６㎡ ① 32,900

１７７号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 37,900
③ 43,400
④ 49,000

１１２号室 LDK14.3
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3
人
以
上

4
人
以
上

和6,6 洋4
倍

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（０）

 テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます70 ○(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁

目」　徒歩2分
１階

 テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます69 ○(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁

目」　徒歩1分
１０階 和6,6 洋4

倍

和6,6 洋4
倍

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（０）

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（０）

 テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます68 ○(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合３丁

目」　徒歩1分
４階

（０）

 国道等が近い為騒音等
が発生する事があります

67 ○(平成 8年度) 地下鉄・山陽電鉄「板宿」駅より、市ﾊﾞｽ約２６分
「若草町」　徒歩6分

１２階 和6,4.5 洋6.3,6.2
倍

若草

△
（４）

 テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます66 ×(昭和53年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約９分「神の谷小

学校前」　徒歩2分
１階 和6,4.5,4.5

倍

須磨区車字道谷山２番地の１

○

横尾 須磨区横尾１丁目１２番地

○
（２）

和6,6 洋4
倍

神の谷 須磨区神の谷４丁目１番

団地内は坂道が多くなっ
ております

65 ○(昭和56年度)
地下鉄「妙法寺」駅　徒歩6分

７階

(昭和51年度)
地下鉄「名谷」駅　徒歩12分

２階 和6,4.5,4.5
倍

64 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

東落合 須磨区東落合２丁目１６番

△
（３）

 テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　須　磨　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

１２階建  ６６㎡ ① 32,900
１８６号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 37,900

③ 43,400
④ 49,000

８０１号室 ＬＤＫ14.3
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4
人
以
上

(昭和54年度) 地下鉄「名谷」駅より、市ﾊﾞｽ約5分「南落合４丁
目」　徒歩2分

８階 和6,6 洋4
倍

71 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

南落合 須磨区南落合４丁目１番

△
（０）

 テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

１２階建  ５０㎡ ① 22,300
３６号棟 ３ＤＫ ② 25,700

③ 29,400
④ 33,100

２０６号室 DK6.7
１２階建  ５０㎡ ① 22,300
３６号棟 ３ＤＫ ② 25,700

③ 29,400
④ 33,100

３０２号室 DK6.7
１２階建  ４７㎡ ① 21,100
３６号棟 ３ＤＫ ② 24,400

③ 27,900
④ 31,500

４０９号室 DK6.2
１２階建  ５０㎡ ① 22,100
３７号棟 ３ＤＫ ② 25,600

③ 29,200
④ 33,000

１１１号室 DK6.7
１２階建  ５０㎡ ① 22,100
３７号棟 ３ＤＫ ② 25,600

③ 29,200
④ 33,000

７１０号室 DK6.7
１２階建  ５０㎡ ① 22,100
３８号棟 ３ＤＫ ② 25,600

③ 29,200
④ 33,000

１００６号室 DK6.7
５階建  ５７㎡ ① 26,600

２０号棟 ３ＤＫ ② 30,700
③ 35,100
④ 39,600

４０１号室 DK7.1

-32-

単
身
可

2
人
以
上

和6,6 洋4
倍

倍

本多聞第三 垂水区本多聞３丁目１番

○
（１）

78 ×(昭和58年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩2分

４階

東多聞 垂水区学が丘６丁目１番

△
（２）

77 ○(昭和52年度) 地下鉄「学園都市」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約７分
「学が丘4丁目」　徒歩5分

１０階 和6,4 洋3

76 ○(昭和52年度) 地下鉄「学園都市」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約７分
「学が丘4丁目」　徒歩4分

７階 和6,4 洋3

１階 和6,4 洋3
倍

東多聞 垂水区学が丘６丁目１番

△
（２）

倍

４階 和6,4 洋3
倍

東多聞 垂水区学が丘６丁目１番

△
（２）

地下鉄「学園都市」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約７分
「学が丘4丁目」　徒歩2分

(昭和52年度) 地下鉄「学園都市」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約７分
「学が丘4丁目」　徒歩4分

75 ○

倍

東多聞 垂水区学が丘６丁目１番

△
（２）

74 ○(昭和53年度)

東多聞 垂水区学が丘６丁目１番

△
（２）

73 ○(昭和53年度) 地下鉄「学園都市」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約７分
「学が丘4丁目」　徒歩2分

３階 和6,4 洋3

(昭和53年度) 地下鉄「学園都市」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約７分
「学が丘4丁目」　徒歩2分

２階 和6,4 洋3
倍

72 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

東多聞 垂水区学が丘６丁目１番

△
（２）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５７㎡ ① 26,500
２６号棟 ３ＤＫ ② 30,600

③ 35,000
④ 39,500

５０２号室 DK5.7
５階建  ５７㎡ ① 26,700

３６号棟 ３ＤＫ ② 30,800
③ 35,200
④ 39,700

５０５号室 DK7.1
５階建  ５７㎡ ① 26,800
９号棟 ３ＤＫ ② 30,900

③ 35,400
④ 39,900

３０１号室 DK7.1
５階建  ５７㎡ ① 27,500

１０号棟 ３ＤＫ ② 31,700
③ 36,300
④ 40,900

１０２号室 DK7.1
５階建  ５７㎡ ① 26,200

１５号棟 ３ＤＫ ② 30,200
③ 34,500
④ 38,900

５０１号室 DK7.1
５階建  ５７㎡ ① 26,500

１６号棟 ３ＤＫ ② 30,600
③ 35,000
④ 39,400

４０３号室 DK7.1
５階建  ５７㎡ ① 26,500

１６号棟 ３ＤＫ ② 30,600
③ 35,000
④ 39,400

４０４号室 DK7.1

-33-

（０）

（１）

2
人
以
上

倍

本多聞第二 垂水区本多聞３丁目１番

和6,6 洋4.5

○
（０）

85 ×(昭和57年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

４階 和6,6 洋4.5
倍

和6,6 洋4.5

本多聞第二 垂水区本多聞３丁目１番

○
（０）

84 ×(昭和57年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

４階

倍

本多聞第二 垂水区本多聞３丁目１番

○
倍

×

83 ×(昭和57年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

５階

82

本多聞第二 垂水区本多聞３丁目１番

○

JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

(昭和57年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

１階

倍

本多聞第二 垂水区本多聞３丁目１番

○

和6,6 洋4.5

81 ×(昭和57年度) ３階
倍

和6,6 洋4.5

（１）

本多聞第五 垂水区本多聞３丁目１番

○
（―）

80 ×(昭和61年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩4分

５階 和6,6 洋4.5

(昭和60年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩2分

５階 和6,6 洋4
倍

79 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

本多聞第四 垂水区本多聞３丁目１番

○
（０）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

１１階建  ５０㎡ ① 22,800
１号棟 ３ＤＫ ② 26,300

③ 30,100
④ 34,000

１０６号室 DK7.4
５階建  ５３㎡ ① 22,700
１号棟 ３ＤＫ ② 26,200

③ 30,000
④ 33,800

５０１号室 DK6.8
４階建  ５７㎡ ① 24,900
１号棟 ３ＤＫ ② 28,700

③ 32,900
④ 37,100

３０１号室 DK7.1
４階建  ５７㎡ ① 24,900
１号棟 ３ＤＫ ② 28,700

③ 32,900
④ 37,100

３０４号室 DK7.1
４階建  ５７㎡ ① 25,500
３号棟 ３ＤＫ ② 29,500

③ 33,700
④ 38,000

２０５号室 DK7.1
４階建  ５４㎡ ① 24,300
４号棟 ３ＤＫ ② 28,000

③ 32,000
④ 36,100

１０１号室 DK6.3
５階建  ５７㎡ ① 24,600
７号棟 ３ＤＫ ② 28,300

③ 32,400
④ 36,600

４０３号室 DK7.1

-34-

2
人
以
上

倍

本多聞 垂水区本多聞３丁目１番

△
（０）

92 ×(昭和55年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

４階 和6,6 洋4
倍

本多聞 垂水区本多聞３丁目１番

△
（―）

91 ×(昭和55年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

１階 和6,6 洋4

90 ×(昭和55年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

２階 和6,6 洋4

３階 和6,6 洋4
倍

本多聞 垂水区本多聞３丁目１番

△
（―）

倍

３階 和6,6 洋4
倍

本多聞 垂水区本多聞３丁目１番

△
（０）

JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

(昭和55年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

89 ×

倍

本多聞 垂水区本多聞３丁目１番

△
（２）

88 ×(昭和55年度)

乙木谷第二 垂水区乙木１丁目１１番

△
（―）

87 ×(昭和52年度) JR「垂水」駅より、山陽ﾊﾞｽ約５分「福田小学校
前」　徒歩6分

５階 和6,6 洋4.5

(昭和51年度) JR「垂水」駅より、山陽ﾊﾞｽ約６分「団地北」　徒
歩1分

１階 和6,4 洋3.5
倍

86 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

千鳥が丘 垂水区千鳥が丘３丁目２０番１８

△
（２）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５７㎡ ① 26,700
５号棟 ３ＤＫ ② 30,800

③ 35,200
④ 39,700

４０４号室 DK7.1
５階建  ５７㎡ ① 26,300
８号棟 ３ＤＫ ② 30,400

③ 34,800
④ 39,200

５０６号室 DK7.1
１４階建  ４９㎡ ① 25,100
１号棟 ２ＤＫ ② 29,000

③ 33,100
④ 37,400

５１０号室 DK6.8
１４階建  ５０㎡ ① 27,700
１号棟 ２ＤＫ ② 31,900

③ 36,500
④ 41,200

２０３号室 DK7.7
１０階建  ５０㎡ ① 27,700
２号棟 ２ＤＫ ② 31,900

③ 36,500
④ 41,200

１０６号室 DK7.7
１０階建  ５０㎡ ① 27,700
２号棟 ２ＤＫ ② 31,900

③ 36,500
④ 41,200

３０１号室 DK7.7
８階建  ５０㎡ ① 27,700
３号棟 ２ＤＫ ② 31,900

③ 36,500
④ 41,200

１０８号室 DK7.7

-35-

2
人
以
上

倍

北舞子第四 垂水区北舞子２丁目６番

○
（６）

99 ○(平成 7年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約８分「舞子台
３」　徒歩7分

１階 和6 洋6.4
倍

北舞子第四 垂水区北舞子２丁目６番

○
（６）

98 ○(平成 7年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約８分「舞子台
３」　徒歩7分

３階 和6 洋6.4

97 ○(平成 7年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約８分「舞子台
３」　徒歩7分

１階 和6 洋6.4

２階 和6 洋6.4
倍

北舞子第四 垂水区北舞子２丁目６番

○
（６）

倍

５階 和6 洋5.4
倍

北舞子第四 垂水区北舞子２丁目６番

○
（６）

JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約９分「本多聞介
護ｾﾝﾀｰ前」　徒歩2分

(平成 7年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約８分「舞子台
３」　徒歩7分

96 ○

倍

舞子山手 垂水区本多聞７丁目２番

○
（３）

95 ○(平成 7年度)

東垂水 垂水区東垂水町字流田７１２番地の１

○
（３）

94 ×(昭和56年度) JR「垂水」駅より、山陽ﾊﾞｽ約５分「福田小学校
前」　徒歩5分

５階 和6,6 洋4.5

(昭和56年度) JR「垂水」駅より、山陽ﾊﾞｽ約５分「福田小学校
前」　徒歩5分

４階 和6,6 洋4.5
倍

93 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

東垂水 垂水区東垂水町字流田７１２番地の１

○
（３）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

工場（又は国道等）が近
い為騒音・臭気等が発生
する事があります



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

１５階建  ５１㎡ ① 25,900
３号棟 ２ＤＫ ② 29,900

③ 34,200
④ 38,600

２０６号室 DK6.9
１５階建  ５１㎡ ① 25,900
３号棟 ２ＤＫ ② 29,900

③ 34,200
④ 38,600

１００７号室 DK6.9
１８階建  ５１㎡ ① 25,900
４号棟 ２ＤＫ ② 29,900

③ 34,200
④ 38,600

１２０７号室 DK6.9
１４階建  ５１㎡ ① 25,900
６号棟 ２ＤＫ ② 29,900

③ 34,200
④ 38,600

１０３号室 DK6.9
２０階建  ５１㎡ ① 25,900
７号棟 ２ＤＫ ② 29,900

③ 34,200
④ 38,600

７０９号室 DK6.9
２０階建  ５１㎡ ① 25,900
７号棟 ２ＤＫ ② 29,900

③ 34,200
④ 38,600

１００５号室 DK6.9
８階建  ５９㎡ ① 29,100
１号棟 ３ＳＬＤＫ ② 33,600

③ 38,400
④ 43,300

１０４号室 DK8.8

-36-

和6,6 洋3.5
倍

１階
山陽電鉄「東垂水」駅　徒歩13分

倍

垂水山手 垂水区山手６丁目３番１

○
（１）

106 ○(昭和58年度)

ベルデ名谷 垂水区名谷町字梨原２３６６番地の２

○
（１）

105 ○(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

１０階 和6 洋5

104 ○(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

７階 和6 洋5

１階 和6 洋5
倍

ベルデ名谷 垂水区名谷町字梨原２３６６番地の２

○
（１）

倍

１２階 和6 洋5
倍

ベルデ名谷 垂水区名谷町字梨原２３６６番地の５

○
（１）

地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

103 ○

倍

ベルデ名谷 垂水区名谷町字高曽２２９２番地１０

○
（１）

102 ○(平成 8年度)

101 ○(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

１０階 和6 洋5

ベルデ名谷 垂水区名谷町字高曽２２９２番地１０

○
（１）

(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

２階 和6 洋5
倍

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

ベルデ名谷 垂水区名谷町字高曽２２９２番地１０

○
（１）

団地内は坂道が多くなっ
ております

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

2
人
以
上

3
人
以
上

団地内は坂道が多くなっ
ております

団地内は坂道が多くなっ
ております

団地内は坂道が多くなっ
ております

団地内は坂道が多くなっ
ております

団地内は坂道が多くなっ
ております

100 ○



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

４階建  ５９㎡ ① 29,200
２号棟 ３ＤＫ ② 33,800

③ 38,600
④ 43,600

１０６号室 DK6
３階建  ５８㎡ ① 29,900
３号棟 ３ＤＫ ② 34,500

③ 39,400
④ 44,500

２０６号室 DK6.9
３階建  ５８㎡ ① 29,200
３号棟 ３ＤＫ ② 33,700

③ 38,500
④ 43,500

３０６号室 DK6.9
４階建  ５８㎡ ① 28,800
５号棟 ３ＤＫ ② 33,300

③ 38,100
④ 43,000

２０３号室 DK6.9
４階建  ５８㎡ ① 28,900
１号棟 ３ＤＫ ② 33,400

③ 38,200
④ 43,100

１０３号室 DK6.6
４階建  ５８㎡ ① 28,400
３号棟 ３ＤＫ ② 32,800

③ 37,500
④ 42,400

３０１号室 DK6.6
４階建  ５８㎡ ① 28,400
４号棟 ３ＤＫ ② 32,800

③ 37,500
④ 42,400

３０６号室 DK6.6

-37-

3
人
以
上

倍

王居殿第二 垂水区王居殿２丁目１０番

○
（―）

113 ×(昭和61年度)
山陽電鉄「滝の茶屋」駅　徒歩10分

３階 和6,6 洋4.5
倍

王居殿第二 垂水区王居殿２丁目１０番

○
（―）

112 ×(昭和61年度)
山陽電鉄「滝の茶屋」駅　徒歩10分

３階 和6,6 洋4.5

111 ×(昭和61年度)
山陽電鉄「滝の茶屋」駅　徒歩10分

１階 和6,6 洋4.5

２階 和6,6 洋4.5
倍

王居殿第二 垂水区王居殿２丁目１０番

○
（―）

倍

３階 和6,6 洋4.5
倍

王居殿第一 垂水区王居殿３丁目２６番

○
（―）

山陽電鉄「西舞子」駅　徒歩7分

(昭和59年度)
山陽電鉄「滝の茶屋」駅　徒歩11分

110 ×

倍

西舞子第二 垂水区西舞子３丁目１５番

○
（１）

109 ×(昭和59年度)

西舞子第二 垂水区西舞子３丁目１５番

○
（―）

108 ×(昭和59年度)
山陽電鉄「西舞子」駅　徒歩7分

２階 和6,6 洋4.5

(昭和58年度)
山陽電鉄「東垂水」駅　徒歩13分

１階 和6,6 洋4.5
倍

107 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

垂水山手 垂水区山手６丁目３番２

○
（―）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５８㎡ ① 27,500
４号棟 ３ＤＫ ② 31,700

③ 36,300
④ 40,900

５０２号室 DK6.9
５階建  ６０㎡ ① 30,000
１号棟 ３ＤＫ ② 34,700

③ 39,700
④ 44,700

１０５号室 DK6.3
５階建  ６０㎡ ① 29,300
１号棟 ３ＤＫ ② 33,900

③ 38,700
④ 43,700

３０２号室 DK6.3
５階建  ６０㎡ ① 29,300
１号棟 ３ＤＫ ② 33,900

③ 38,700
④ 43,700

３０５号室 DK6.3
５階建  ６０㎡ ① 29,300
２号棟 ３ＤＫ ② 33,900

③ 38,700
④ 43,700

３０２号室 DK6.3
５階建  ６０㎡ ① 31,700
５号棟 ３ＤＫ ② 36,600

③ 41,900
④ 47,300

１０７号室 DK6.6
５階建  ６０㎡ ① 32,200
６号棟 ３ＤＫ ② 37,200

③ 42,500
④ 48,000

１０３号室 DK6.4

-38-

3
人
以
上

倍

北舞子第二 垂水区舞子台８丁目１４番

○
（１）

120 ×(昭和63年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約６分「東舞子小
学校前」　徒歩5分

１階 和6,6 洋4.5
倍

北舞子 垂水区舞子台８丁目１２番

○
（―）

119 ×(昭和60年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約６分「東舞子小
学校前」　徒歩4分

１階 和6,6 洋4.5

118 ×(昭和58年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１４分「西岡
橋」　徒歩3分

３階 和6,4.5 洋6

３階 和6,4.5 洋6
倍

南多聞 垂水区南多聞台３丁目７番１０

○
（０）

倍

３階 和6,4.5 洋6
倍

南多聞 垂水区南多聞台３丁目７番９

○
（０）

JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１４分「西岡
橋」　徒歩3分

(昭和58年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１４分「西岡
橋」　徒歩3分

117 ×

倍

南多聞 垂水区南多聞台３丁目７番９

○
（０）

116 ×(昭和58年度)

南多聞 垂水区南多聞台３丁目７番９

○
（―）

115 ×(昭和58年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１４分「西岡
橋」　徒歩3分

１階 和6,4.5 洋6

(昭和59年度)
山陽電鉄「滝の茶屋」駅　徒歩6分

５階 和6,6 洋4.5
倍

114 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

王居殿第四 垂水区王居殿３丁目３番４

○
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ６０㎡ ① 32,200
１０号棟 ３ＤＫ ② 37,200

③ 42,500
④ 48,000

１０１号室 DK6.4
５階建  ６０㎡ ① 32,200

１２号棟 ３ＤＫ ② 37,200
③ 42,500
④ 48,000

１０２号室 DK6.4
５階建  ６０㎡ ① 32,200

１３号棟 ３ＤＫ ② 37,200
③ 42,500
④ 48,000

２０３号室 DK6.4
９階建  ６１㎡ ① 31,000
２号棟 ３ＤＫ ② 35,800

③ 41,000
④ 46,200

９１１号室 DK8.6
１８階建  ６０㎡ ① 30,900
４号棟 ３ＤＫ ② 35,600

③ 40,800
④ 46,000

９１１号室 DK8.9
１８階建  ６０㎡ ① 30,900
４号棟 ３ＤＫ ② 35,600

③ 40,800
④ 46,000

１００９号室 LDK13.9
５階建  ７２㎡ ① 34,300

３６号棟 ４ＤＫ ② 39,600
③ 45,300
④ 51,100

４０６号室 DK7.8

-39-

和6,6,6 洋4
倍

倍

本多聞第五 垂水区本多聞３丁目１番

○
（―）

127 ×(昭和61年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩4分

４階

ベルデ名谷 垂水区名谷町字高曽２２９２番地１０

○
（２）

126 ○(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

１０階 和6,4.5 洋4.8

125 ○(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

９階 和6,4.5 洋4.8

９階 和6,4.5 洋4.6
倍

ベルデ名谷 垂水区名谷町字高曽２２９２番地１０

○
（５）

倍

２階 和6,6 洋4.5
倍

ベルデ名谷 垂水区名谷町字高曽２３００番地の１

○
（５）

JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約６分「東舞子小
学校前」　徒歩5分

(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

124 ○

倍

北舞子第二 垂水区舞子台８丁目１４番

○
（１）

123 ×(昭和63年度)

122 ×(昭和63年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約６分「東舞子小
学校前」　徒歩5分

１階 和6,6 洋4.5

北舞子第二 垂水区舞子台８丁目１４番

○
（１）

(昭和63年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約６分「東舞子小
学校前」　徒歩5分

１階 和6,6 洋4.5
倍

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

北舞子第二 垂水区舞子台８丁目１４番

○
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

3
人
以
上

4
人
以
上

団地内は坂道が多くなっ
ております

団地内は坂道が多くなっ
ております

団地内は坂道が多くなっ
ております

121 ×



　垂　水　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ７１㎡ ① 31,900
６号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 36,800

③ 42,100
④ 47,500

１０４号室 DK5.3
１３階建  ６６㎡ ① 35,900
１６号棟 ３ＤＫ ② 41,400

③ 47,400
④ 53,500

１３０５号室 DK10.4
１３階建  ６６㎡ ① 35,900
１７号棟 ３ＤＫ ② 41,400

③ 47,400
④ 53,500

７０５号室 DK10.4
１５階建  ７２㎡ ① 36,600
５号棟 ４ＤＫ ② 42,300

③ 48,300
④ 54,500

５０１号室 DK8.3
２０階建  ７２㎡ ① 36,600
７号棟 ４ＤＫ ② 42,300

③ 48,300
④ 54,500

４１１号室 DK8.3

-40-

団地内は坂道が多くなっ
ております

132 ○(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

４階 和6,6 洋4.8,4.7
倍

和6,6 洋4.8,4.7
倍

ベルデ名谷 垂水区名谷町字梨原２３６６番地の２

○
（―）

垂水区名谷町字梨原２３４９番地の１

○
（―）

団地内は坂道が多くなっ
ております

131 ○(平成 8年度) 地下鉄「名谷」駅より、山陽ﾊﾞｽ約８分「神和台
口」　徒歩4分

５階

130 ○(平成 5年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約６分「東舞子小
学校前」　徒歩6分

７階 和6,6 洋4.2
倍

和6,6 洋4.2
倍

北舞子第三 垂水区舞子台８丁目１６番

○
（１）

北舞子第三 垂水区舞子台８丁目１６番

○
（１）

○(平成 5年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約６分「東舞子小
学校前」　徒歩6分

１３階

(昭和55年度) JR「舞子」駅より、市・山陽ﾊﾞｽ約１５分「垂水警
察署前」　徒歩5分

１階 和6,6,4.5
倍

△
（―）

128 ×

風呂

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

4
人
以
上

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ

本多聞 垂水区本多聞３丁目１番

129

ベルデ名谷



　北　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ３２㎡ ① 12,700
６号棟 ２Ｋ ② 14,700

③ 16,800
④ 19,000

２０２号室 K3.1
５階建  ３２㎡ ① 12,500

１１号棟 ２Ｋ ② 14,400
③ 16,500
④ 18,600

３０２号室 K3.1
５階建  ３２㎡ ① 12,300

１３号棟 ２Ｋ ② 14,200
③ 16,200
④ 18,300

４０６号室 K3.1
５階建  ３８㎡ ① 14,900

１４号棟 ２Ｋ ② 17,200
③ 19,700
④ 22,200

２０４号室 K5.9
５階建  ４５㎡ ① 18,800

２５号棟 ３Ｋ ② 21,700
③ 24,800
④ 28,000

２０４号室 K4.1
５階建  ４５㎡ ① 18,800

２８号棟 ３Ｋ ② 21,700
③ 24,800
④ 28,000

２０２号室 K4.1
５階建  ３８㎡ ① 14,600

３２号棟 ２ＤＫ ② 16,800
③ 19,200
④ 21,700

３０３号室 DK5.9

-41-

単
身
可

倍

山の街 北区緑町４丁目８番

△
（０）

139 ×(昭和43年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１４分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩9分

３階 和6,6
倍

山の街 北区緑町４丁目８番

△
（―）

138 ×(昭和45年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１３分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩8分

２階 和6,6,4.5

137 ×(昭和45年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１３分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩8分

２階 和6,6,4.5

２階 和6,6
倍

山の街 北区緑町４丁目７番

△
（―）

倍

４階 和6,4.5
倍

山の街 北区緑町４丁目７番

△
（―）

神戸電鉄「山の街」駅徒歩１０分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩5分

(昭和42年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１２分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩7分

136 ×

倍

山の街 北区緑町４丁目５番

△
（１）

135 ×(昭和43年度)

山の街 北区緑町４丁目５番

△
（０）

134 ×(昭和43年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１０分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩5分

３階 和6,4.5

(昭和42年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１１分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩6分

２階 和6,4.5
倍

133 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

山の街 北区緑町４丁目３番

△
（―）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　北　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５１㎡ ① 21,000
５１号棟 ３ＤＫ ② 24,200

③ 27,700
④ 31,200

１０１号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 21,000

５２号棟 ３ＤＫ ② 24,200
③ 27,700
④ 31,200

２０１号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 20,400

５３号棟 ３ＤＫ ② 23,600
③ 26,900
④ 30,400

３０４号室 DK5.4
５階建  ４６㎡ ① 19,200

６３号棟 ３ＤＫ ② 22,200
③ 25,400
④ 28,600

２０３号室 DK5.5
５階建  ４６㎡ ① 19,300

６７号棟 ３ＤＫ ② 22,300
③ 25,500
④ 28,800

１０２号室 DK5.5
５階建  ３２㎡ ① 12,400
９号棟 ２Ｋ ② 14,300

③ 16,400
④ 18,500

３０４号室 K3.1
７階建  ５０㎡ ① 24,900

３５号棟 ２ＤＫ ② 28,800
③ 32,900
④ 37,200

２０２号室 DK7.5

-42-

和6 洋5.7
倍

倍

山の街 北区緑町４丁目８番

○
（２）

146 ○(平成 7年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１４分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩9分

２階

山の街 北区緑町４丁目３番

△
（―）

145 ×(昭和42年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１２分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩7分

３階 和6,4.5

144 ×(昭和50年度) 地下鉄「湊川公園」駅より、市・阪急ﾊﾞｽ約20分
「ひよどり台５丁目」　徒歩1分

１階 和6,4.5 洋4

２階 和6,4.5 洋4
倍

ひよどり台 北区ひよどり台５丁目７番地

△
（１）

倍

３階 和6,6 洋3.5
倍

ひよどり台 北区ひよどり台５丁目７番地

△
（１）

地下鉄「湊川公園」駅より、市・阪急ﾊﾞｽ約20分
「ひよどり台５丁目」　徒歩3分

(昭和49年度) 地下鉄「湊川公園」駅より、市・阪急ﾊﾞｽ約20分
「ひよどり台５丁目」　徒歩2分

143 ×

倍

ひよどり台 北区ひよどり台５丁目８番地

△
（０）

142 ×(昭和48年度)

141 ×(昭和48年度) 地下鉄「湊川公園」駅より、市・阪急ﾊﾞｽ約20分
「ひよどり台５丁目」　徒歩3分

２階 和6,6 洋3.5

ひよどり台 北区ひよどり台５丁目８番地

△
（１）

(昭和48年度) 地下鉄「湊川公園」駅より、市・阪急ﾊﾞｽ約20分
「ひよどり台５丁目」　徒歩3分

１階 和6,6 洋3.5
倍

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

ひよどり台 北区ひよどり台５丁目８番地

△
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

単
身
可

2
人
以
上

140 ×



　北　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

７階建  ５０㎡ ① 24,900
３５号棟 ２ＤＫ ② 28,800

③ 32,900
④ 37,200

４０６号室 DK7.5
７階建  ５０㎡ ① 24,900

３５号棟 ２ＤＫ ② 28,800
③ 32,900
④ 37,200

６０２号室 DK7.5
７階建  ５０㎡ ① 24,900

３５号棟 ２ＤＫ ② 28,800
③ 32,900
④ 37,200

６０６号室 DK7.5
５階建  ５７㎡ ① 23,200
２号棟 ３ＤＫ ② 26,700

③ 30,600
④ 34,500

３０３号室 DK7.1
８階建  ５１㎡ ① 24,000

２０７号棟 ２ＤＫ ② 27,700
③ 31,700
④ 35,700

４０２号室 DK9.8
７階建  ５１㎡ ① 25,300

２１３号棟 ２ＤＫ ② 29,200
③ 33,400
④ 37,700

３０４号室 DK7.3
３階建  ６２㎡ ① 26,800
２号棟 ３ＤＫ ② 30,900

③ 35,400
④ 39,900

２０３号室 DK5.8

-43-

倍

有馬 北区有馬町１３７７番地の１

○
（―）

153 ×(昭和56年度)
神戸電鉄「有馬温泉」駅　徒歩12分

２階 和6,6 洋4.5
倍

西大池第五 北区西大池２丁目５番

○
（―）

152 ○(平成20年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩13分

３階 和6 洋5.8

151 ○(平成 4年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩16分

４階 和6 洋6.3

３階 和6,6 洋4
倍

西大池第二 北区西大池２丁目９番

○
（―）

倍

６階 和6 洋5.7
倍

唐櫃第二 北区唐櫃台４丁目１７番

△
（０）

神戸電鉄「山の街」駅徒歩１４分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩9分

(昭和53年度)
神戸電鉄「唐櫃台」駅　徒歩12分

150 ×

倍

山の街 北区緑町４丁目８番

○
（４）

149 ○(平成 7年度)

148 ○(平成 7年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１４分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩9分

６階 和6 洋5.7

山の街 北区緑町４丁目８番

○
（３）

(平成 7年度) 神戸電鉄「山の街」駅徒歩１４分又はJR三宮駅
より市バス３３分「桂木２」　徒歩9分

４階 和6 洋5.7
倍

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

山の街 北区緑町４丁目８番

○
（３）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

2
人
以
上

3
人
以
上

147 ○



　北　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

１０階建  ５８㎡ ① 27,000
１０１号棟 ３ＬＤＫ ② 31,200

③ 35,700
④ 40,200

５０３号室 DK9.5
７階建  ６４㎡ ① 31,600

２１１号棟 ３ＤＫ ② 36,500
③ 41,800
④ 47,100

１０５号室 LDK9.5
５階建  ７１㎡ ① 29,700
５号棟 ３ＬＤＫ ② 34,300

③ 39,200
④ 44,200

１０４号室 DK13.8
８階建  ７６㎡ ① 35,600

２０７号棟 ４ＤＫ ② 41,100
③ 47,000
④ 53,000

８０１号室 LDK13.8
７階建  ６５㎡ ① 30,900

１０２号棟 ３ＤＫ ② 35,600
③ 40,800
④ 46,000

４０２号室 DK10.3
７階建  ６５㎡ ① 30,900

１０２号棟 ３ＤＫ ② 35,600
③ 40,800
④ 46,000

５０２号室 DK10.3
７階建  ６５㎡ ① 30,900

１０２号棟 ３ＤＫ ② 35,600
③ 40,800
④ 46,000

６０４号室 DK10.3

-44-

和6,6 洋5.9
倍

倍

西大池第三 北区西大池２丁目７番

○
（―）

160 ○(平成 5年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩12分

６階

西大池第三 北区西大池２丁目７番

○
（―）

159 ○(平成 5年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩12分

５階 和6,6 洋5.9

158 ○(平成 5年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩12分

４階 和6,6 洋5.9

８階 和6,6 洋6.3,4.4
倍

西大池第三 北区西大池２丁目７番

○
（―）

倍

１階 和6,6,4.5
倍

西大池第二 北区西大池２丁目９番

○
（１）

神戸電鉄「唐櫃台」駅　徒歩12分

(平成 4年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩16分

157 ○

倍

唐櫃第二 北区唐櫃台４丁目１６番

△
（―）

156 ×(昭和53年度)

155 ○(平成13年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩14分

１階 和6 洋5.9,4.6

西大池第四 北区西大池２丁目６番

○
（１）

(昭和63年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩13分

５階 和6,4.5 洋4.5
倍

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

西大池 北区西大池２丁目７番

○
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

3
人
以
上

4
人
以
上

154 ○



　北　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

８階建  ７３㎡ ① 35,700
２０９号棟 ４ＤＫ ② 41,300

③ 47,200
④ 53,200

１０７号室 DK11.1

-45-

(平成13年度)
神戸電鉄「大池」駅　徒歩14分

１階 和6 洋6.1,4.8,4.2
倍

161 ○

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

4
人
以
上

西大池第四 北区西大池２丁目６番

○
（―）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂



　西　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ４５㎡ ① 17,600
１号棟 ３ＤＫ ② 20,400

③ 23,300
④ 26,300

１０１号室 DK5.7
５階建  ４５㎡ ① 17,600
２号棟 ３ＤＫ ② 20,400

③ 23,300
④ 26,300

２０３号室 DK5.7
５階建  ４５㎡ ① 17,600
３号棟 ３ＤＫ ② 20,400

③ 23,300
④ 26,300

１０５号室 DK5.7
５階建  ４１㎡ ① 15,800
９号棟 ３Ｋ ② 18,300

③ 20,900
④ 23,600

１０３号室 K4.4
５階建  ３９㎡ ① 15,400

１３号棟 ３Ｋ ② 17,800
③ 20,300
④ 23,000

１０５号室 K4.4
５階建  ４３㎡ ① 17,000
８号棟 ３ＤＫ ② 19,700

③ 22,500
④ 25,400

４０２号室 DK5.1
５階建  ５１㎡ ① 20,400
６号棟 ３ＤＫ ② 23,600

③ 27,000
④ 30,400

２０１号室 DK5.4

-46-

和6,6 洋3.5
倍

単
身
可

倍

栄 西区桜が丘東町３丁目１番地の３

△
（１）

168 ×(昭和51年度) 神戸電鉄「栄｣駅より、神姫ﾊﾞｽ約３分「栄市住
前」　徒歩1分

２階

王塚 西区王塚台２丁目７６番地

△
（０）

167 ×(昭和48年度) JR「西明石」駅より、神姫ﾊﾞｽ約１０分「王塚台1
丁目」　徒歩2分

４階 和6,4.5 洋3.5

166 ×(昭和47年度)
神戸電鉄「押部谷」駅　徒歩8分

１階 和6,4.5 洋3

１階 和6,4.5 洋3
倍

押部谷 西区美穂が丘１丁目３番地

△
（１）

倍

１階 和6,4.5,4.5
倍

押部谷 西区美穂が丘１丁目３番地

△
（１）

神戸電鉄「押部谷」駅　徒歩7分

(昭和47年度)
神戸電鉄「押部谷」駅　徒歩7分

165 ×

倍

押部谷 西区美穂が丘１丁目２番地

△
（１）

164 ×(昭和46年度)

押部谷 西区美穂が丘１丁目２番地

△
（１）

163 ×(昭和46年度)
神戸電鉄「押部谷」駅　徒歩6分

２階 和6,4.5,4.5

(昭和46年度)
神戸電鉄「押部谷」駅　徒歩6分

１階 和6,4.5,4.5
倍

162 ×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

押部谷 西区美穂が丘１丁目２番地

△
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

国道等が近い為騒音等
が発生する事があります



　西　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５１㎡ ① 20,300
９号棟 ３ＤＫ ② 23,500

③ 26,900
④ 30,300

１０３号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 20,300

１０号棟 ３ＤＫ ② 23,500
③ 26,900
④ 30,300

１０１号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 19,800

１３号棟 ３ＤＫ ② 22,800
③ 26,100
④ 29,400

３０２号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 19,900

２９号棟 ３ＤＫ ② 22,900
③ 26,200
④ 29,600

３０２号室 DK5.4
５階建  ５１㎡ ① 20,900
３号棟 ３ＤＫ ② 24,200

③ 27,600
④ 31,200

２０５号室 DK5.4
５階建  ６３㎡ ① 24,800

１８号棟 ３Ｌ・ＤＫ ② 28,600
③ 32,700
④ 36,900

３０２号室 DK12.6
９階建  ５８㎡ ① 30,400
２号棟 ３ＤＫ ② 35,000

③ 40,100
④ 45,200

９０５号室 LDK12.6

-47-

倍

竹の台 西区竹の台２丁目１６番地の４

○
（３）

175 ○(昭和62年度)
地下鉄「西神中央」駅　徒歩15分

９階 和6,4.5 洋5
倍

栄 西区桜が丘東町３丁目１番地の３

△
（―）

174 ×(昭和51年度) 神戸電鉄「栄」駅より、神姫ﾊﾞｽ約３分「桜が丘
東町４丁目」　徒歩1分

３階 和6,4.5,4.5

173 ×(昭和53年度) JR「大久保」駅より、神姫ﾊﾞｽ約１８分「福吉」
徒歩6分

２階 和6,6 洋3.5

３階 和6,6 洋3.5
倍

福吉台 西区福吉台１丁目７番地１

△
（―）

倍

３階 和6,6 洋3.5
倍

栄 西区桜が丘東町３丁目２番地の１

△
（０）

神戸電鉄「栄｣駅より、神姫ﾊﾞｽ約３分「栄市住
前」　徒歩2分

(昭和51年度) 神戸電鉄「栄」駅より、神姫ﾊﾞｽ約３分「桜が丘
東町４丁目」　徒歩1分

172 ×

倍

栄 西区桜が丘東町３丁目１番地の２

△
（０）

171 ×(昭和50年度)

栄 西区桜が丘東町３丁目１番地の２

△
（１）

170 ×(昭和50年度) 神戸電鉄「栄｣駅より、神姫ﾊﾞｽ約３分「栄市住
前」　徒歩2分

１階 和6,6 洋3.5

(昭和50年度) 神戸電鉄「栄｣駅より、神姫ﾊﾞｽ約３分「栄市住
前」　徒歩1分

１階 和6,6 洋3.5
倍

×

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

栄 西区桜が丘東町３丁目１番地の２

△
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

単
身
可

2
人
以
上

3
人
以
上

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

169



　西　区

階　建 面積（㎡）

号　棟 間 取 り

（管理開始年度） 階　数 （円）

注意マーク 号　室

５階建  ５９㎡ ① 26,700
１号棟 ３ＤＫ ② 30,800

③ 35,200
④ 39,700

３０４号室 DK7.4
５階建  ５９㎡ ① 27,400
２号棟 ３ＤＫ ② 31,600

③ 36,200
④ 40,800

２０１号室 DK7.4
１４階建  ６０㎡ ① 32,400
８号棟 ３ＤＫ ② 37,400

③ 42,700
④ 48,200

８０４号室 DK8.1
８階建  ６０㎡ ① 32,300
９号棟 ３ＤＫ ② 37,300

③ 42,700
④ 48,100

５０６号室 DK7.5
１４階建  ６９㎡ ① 36,800
３号棟 ３ＤＫ ② 42,500

③ 48,600
④ 54,800

８０２号室 DK9.6

-48-

180 ○(平成 6年度)
地下鉄「西神南」駅　徒歩7分

８階 和6,6 洋6.4

５階 和6,4.5 洋5
倍

西神南 西区井吹台西町１丁目２番地

○
（３）

倍

８階 和6,4.5 洋4.9
倍

西神井吹台 西区井吹台西町１丁目７番地

○
（２）

地下鉄「西神南」駅　徒歩10分

(平成 8年度)
地下鉄「西神南」駅　徒歩10分

179 ○

倍

西神井吹台 西区井吹台西町１丁目７番地

○
（５）

178 ○(平成 8年度)

栄第二 西区桜が丘東町３丁目２番地の２

○
（０）

×(平成 2年度) 神戸電鉄「栄」駅より、神姫ﾊﾞｽ約４分「桜が丘
東町四」　徒歩3分

２階

(平成 2年度) 神戸電鉄「栄」駅より、神姫ﾊﾞｽ約４分「桜が丘
東町四」　徒歩3分

３階 和6,6 洋4.5
倍

月額家賃
過去
倍率

備　　考　　欄

交　　　　　　　　　通 畳　数

栄第二 西区桜が丘東町３丁目２番地の２

○
（１）

申込
区分

申込
番号

住　宅　名 所　　　　在　　　　地
エレ

ベータ
風呂

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

テレビがケーブルテレビ
となりますので月々の負
担金が生じます

3
人
以
上

4
人
以
上

176 ×

177
和6,6 洋4.5



 

 

 

 

 

 

（注）申込受付は、サンパル５階で行います。 
 

申込受付日時 

平成27年８月４日（火） ～  平成27年８月10日（月） 

平 日 9：00 ～ 19：00 

土 日 9：00 ～ 17：30（８日・９日も受付します） 

 

 
 

 
 

 

【募集関係のお問い合わせ先】 

（一財）神戸すまいまちづくり公社 市営住宅募集係 
 

神戸市中央区雲井通５丁目３番１号 サンパル５階 

電 話：（０７８）２５１－６５４８ 
お問い合わせ時間：午前８時４５分～午後５時３０分 

休業日：土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始 

※電話でお問い合わせの際は、おかけ間違いのないようにご注意ください。 

全ての記載内容について、事実と異なる記載があった場合は

申込みが無効となりますので、十分ご注意ください。 

 


